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１ 基本的な事項 

（１）佐渡市の概況 

ア 佐渡市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

佐渡は、日本海最大の島であり、島の面積は 855.68ｋ㎡、280.8Kmに及ぶ海岸線は変化

に富み、美しい景観を形成している。島の中央部を国府川が流れ、この流域に開けた穀倉

地帯国中平野を挟んで、北に大佐渡山地、南に小佐渡丘陵を擁し、島の大部分が国定公園

や県立自然公園に指定されており、豊かで美しい自然環境に恵まれている。平成 20 年９

月にはトキの放鳥が行われ、27年ぶりに佐渡の空を舞うこととなった。平成 24年以降は

野生下での繁殖が実現し、平成 28 年には 42 年ぶりに野生下生まれ同士のペアからヒナ

が誕生し、巣立ちを迎えるなど、トキの野生復帰が着実に進んでいる。気候は海洋性で、

四季の変化に富み、夏は高温多湿であるが、冬は日本海を北上する対馬暖流の影響を受け

雪も少なく、温暖な特性があり、新潟本土と比べ気温の平年値は 14℃前後と比較的高く、

年間降水量も 1,500～1,700ｍｍ程度で少ない。 

行政区画の変遷としては、佐渡は徳川幕府が倒れると佐渡県となり、のち相川県を経て

明治９年に新潟県に含まれた。明治 22 年には７町 51 村、同 35 年には５町 20 村であっ

た。昭和に入り、新制中学校の設置管理、市町村消防や自治体警察の創設、社会福祉、保

健衛生関係が新しい市町村の事務とされるなど、行政事務の増加に対応するため昭和 28

年の町村合併促進法の施行により最低人口８千人を目標とした「昭和の大合併」で佐渡は

１市７町２村となった。以降 50年が経過し、21世紀を迎え地方分権時代の到来の中、住

民主権の地方自治のため市町村の自治能力の向上や、地域の道路・情報ネットワークの向

上により空間的・時間的距離は大幅に短縮され、地方行政の規模が拡大されたことによる

構造改革の必要性が生じた。また、佐渡においては特に若年層の島外流出により過疎化、

少子高齢化が顕著となり、一層困難な行財政運営を迫られてきた。このような背景により、

平成 16年３月１日に一島一市の市町村合併が行われ「佐渡市」が誕生した。 

 

イ 佐渡市における過疎の状況 

本市の人口は、平成 16年の合併時には約 7 万人であったが、令和７年３月末現在では

47,457 人となっており、近年毎年約 1,200 人ずつ人口が減少している。人口減少の内訳

として、自然減に加え、高校卒業後の進学先が少ないことから、進学による転出が著しく、

また卒業後に佐渡へ戻る若者も少ないために若年層の流出が止まらない状況である。依然

過疎化は進行しており、これに伴う高齢者人口比率は令和２年には 42.6％となり、超高

齢社会を形成している。 

今後の見通しとしても過疎・高齢化の解消には相当の困難が想定されるが、市の最上位

計画である「佐渡市総合計画」、人口減少対策に焦点を当てた「佐渡市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」及び本計画を総合的に展開し、本市の持続的発展を図る必要がある。 

 

ウ 社会経済的発展の方向の概要 

産業別就業人口の構成比は、令和２年の時点で、第１次産業 17.9％、第２次産業 15.5％、
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第３次産業 66.2％の構成となっている。近年は第１次・第２次・第３次産業とも就業人

口は減少し続け、なおかつ高齢化が進み深刻な担い手不足が懸念されている。 

このような状況下において、人口減少に伴って拡大する地域課題の解決に取り組んでい

かなければならない。特に、市内総生産の低下は経済への打撃はもちろん、雇用の減少、

生産年齢人口の減少などに大きな影響を与えるため、生産年齢人口の増加に向け、新たな

起業支援や多様な人材が活躍できる仕組みの構築、企業の事業拡大、商品の高付加価値化

などを推進し、雇用の創出・拡大を図り、持続可能な産業を目指さなければならない。 

なお、新潟県過疎地域持続的発展方針においては、以下のとおり佐渡地域の持続的発展

方向が示されている。 

・ 暮らしやすい地域環境づくりや、若年層の U・I ターン促進、島外からの移住促進

を図るとともに、二地域居住やワーケーションなど居住地に縛られない仕事や副

業・兼業による働き方の拡大に取り組むことで関係人口の増加を促進する。 

・ 有機栽培や多様な生物に配慮した農業の取組を国内外に広く発信するなどの農林

水産業の振興や、各産業間の連携強化、DXによる生産性向上等により地域経済の活

性化を図るとともに、多様な企業との連携、企業誘致を推進する。 

・ 世界文化遺産登録された「佐渡島の金山」を最大限活用し、佐渡の地域に根差した

歴史・文化の価値の共有を図るとともに、豊かな自然を活かしたスポーツや地域独

特の体験などを効果的に組み合わせ、広域周遊・長期滞在を促し、これらの情報発

信を行うことにより交流人口の拡大を図る。 

・ 活力ある地域の創出のため、特色ある持続可能な地域づくり、安全・安心な地域づ

くりを図る。 

・ 道路や港湾空港等、地域の基本インフラの整備促進を図るとともに、島内二次交通

の充実化を図る。 

・ 特に本地域においては、地域内で完結し、かつ、持続可能な医療提供体制を確保す

るため、人口減少及び高齢化社会の将来を見据えた医療と介護が連携した体制の構

築を図る。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

昭和 55年の 84,942人から令和２年までの 40年間に 33,450人が減少し、減少率は 40%

近くなっている。年齢階層別にみると０～14 歳の階層は昭和 55 年の 15,986 人から令和

２年には 5,143人となり、10,843人（67.8％）の減少を示し、逆に 65歳以上は昭和 55年

の 14,921人から令和２年には 21,927人となり、7,006人（47.0％）増加するなど、少子

高齢化傾向が如実に表れている。 

本市の人口は、令和７年３月末現在 47,457人だが、国立社会保障・人口問題研究所（以

下「社人研」という。）によると、2040年には 37,630 人、2060年には 19,789人になると

推計されている。 

産業別の人口割合は、昭和 55年に第１次産業が 37.7％（18,361人）、第２次産業 19.8％

（10,009 人）、第３次産業 42.5％（20,694人）であったものが、40 年経過した令和２年

には第１次産業が 17.9％（4,666人）、第２次産業 15.5％（4,036人）、第３次産業 66.2％
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（17,235 人）となっている。構成割合では第１次産業から第３次産業への移行が進んで

いる。 

 

表１－１（１）人口の推移（国勢調査） 

（単位:人、％） 

区  分 
昭和 55年 平成２年 平成 17年 平成 27年 令和２年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 84,942 78,061 -8.1 67,386 -13.7 57,255 -15.0 51,492 -10.0 

0 歳～14 歳 15,986 12,619 -21.0 8,069 -36.1 5,986 -25.8 5,143 -14.0 

15 歳～64 歳 54,035 46,535 -13.9 35,799 -23.1 28,126 -21.4 24,279 -13.7 

 

う ち

15 歳

～ 

29 歳

（ａ） 

12,252 9,175 -25.1 7,693 -16.2 5,369 -30.2 4,381 -18.4 

65 歳以上 
（ｂ） 

14,921 18,893 26.6 23,514 24.5 23,060 -2.0 21,927 -5.0 

（ａ）/総数 
若年者比率 

14,4 11.7 － 11.4 － 9.4 － 8.5 － 

（ｂ）/総数 
高齢者比率 

17.6 24.2 － 34.9 － 40.3 － 42.6 － 
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表１－１（２）人口の見通し（国立社会保障・人口問題研究所推計値） 

（単位:人） 

 

 

 

（３）佐渡市行財政の状況 

ア 行政の状況 

佐渡における生活圏の拡大、住民ニーズの多様化、過疎化及び少子高齢化等に対応する

ため、平成 16 年３月１日に旧両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真

野町、小木町、羽茂町、赤泊村の 10 市町村が合併し、行政運営の効率化、組織のスリム

化を進めている。 

本市の職員数の推移は、合併直後である平成 16 年４月１日現在の職員数 1,748 人であ

ったが、令和７年４月１日現在では 737人を削減し、1,011人となっている。 

また、合併時は地域の住民サービスの低下に配慮し、本庁は総務・企画部門を中心とし

て 280人体制でスタートしたが、今後更なる事務の効率化、職員研修等の充実・強化を図

り、専門分野の人材育成と職員能力の向上を図っている。 

 

イ 財政の状況 

本市における財政は地方税をはじめとする自主財源が少なく、財政力指数は令和２年度

で 0.232と低く、財政構造は脆弱である。 

令和２年度の決算では歳出総額 50,787,651千円で、平成 27年度の 47,402,834 千円に

比べて 7.1%増加している。歳出の性質別状況は、歳出総額に占める人件費、扶助費、公債

費の義務的経費の構成は 36.9%であり、依然として厳しい財政状態に置かれている。 

歳入面では地方交付税、市税等の一般財源は平成 27年度で歳入総額の 65.8％、国庫支

出金、地方債等の特定財源は 34.2％であったのが、令和２年度決算では、一般財源構成
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比が 60.0％、特定財源構成比が 40.0％となっており、特定財源の構成比が増えている。 

地方債の平成 27 年度末現在高は 58,937,800 千円であったものが、令和２年度末現在

高では 51,360,997千円に減少している。 

このような状況の中、今後も厳しい財政事情が想定できるが、引き続き産業生活基盤の

充実強化を進めながら、若者が定着し、過疎に打ち勝つ夢のあるまちづくりを目指し、産

業活動の多様な展開と活性化を計画的に推進する必要がある。そのためには、財政の効率

的運用と税収の増加策等自主財源の確保に努め、財政基盤の確立を図っていかなければな

らない。 

 

表１－２（１）佐渡市財政の状況 （単位：千円、％） 

区    分 平成 22年度 平成 27年度 令和２年度 

歳 入 総 額 Ａ 52,179,112 48,856,407 52,856,051 

一  般  財  源 34,369,807 32,151,531 31,703,176 

国 庫 支 出 金 6,127,424 3,360,335 10,714,814 

都道府県支出金 2,889,054 3,409,336 3,471,152 

地    方    債 5,886,641 6,610,790 3,976,780 

うち過疎対策事業債 467,700 686,000 724,800 

そ    の    他 2,906,186 3,324,415 2,990,129 

歳 出 総 額 Ｂ 49,461,784 47,402,834 50,787,651 

義 務 的 経 費 18,892,789 18,836,347 18,728,316 

投 資 的 経 費 9,945,596 8,513,634 6,557,129 

うち普通建設事業 8,789,633 8,095,352 5,955,622 

そ  の  他 20,623,399 20,052,853 25,502,206 

うち過疎対策事業費 11,252,011 9,483,134 6,690,267 

歳入歳出差引額 Ｃ＝
(Ａ－Ｂ) 

2,717,328 1,453,573 2,068,400 

翌年度へ繰越すべき財源 
Ｄ 

1,965,402 472,417 842,956 

実質収支 Ｃ－Ｄ 751,926 981,156 1,225,444 

財 政 力 指 数 0.268 0.248 0.232 

公 債 費 負 担 比 率 18.0 20.3 19.3 

実 質 公 債 費 比 率 14.7 13.2 12.6 

起 債 制 限 比 率 8.4 6.3 6.1 

経 常 収 支 比 率 78.8 85.5 94.6 

将 来 負 担 比 率 105.2 118.6 134.9 

地 方 債 現 在 高 49,637,507 58,937,800 51,360,997 
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表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 

区    分 
昭和 55 

年度末 

平成２ 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和２ 

年度末 

市 町 村 道  

改 良 率（％） 

舗 装 率（％） 

農     道 

延   長 （ｍ） 

耕地１ha当たり農道延長（ｍ） 

林     道 

延   長 （ｍ） 

林野１ha当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率 （％） 

水 洗 化 率 （％） 

人口千人当たり病院、診療所の

病床数（床） 

 

12.6 

9.9 

 

－ 

40.9 

 

236,541 

8.4 

90.0 

0.9 

11.8 

 

31.0 

36.9 

 

－ 

53.3 

 

389,775 

9.3 

96.4 

2.5 

15.1 

 

42.4 

50.3 

 

－ 

56.2 

 

459,121 

18.0 

98.3 

－ 

13.6 

 

47.9 

57.5 

 

331,931 

－ 

 

470,971 

－ 

99.2 

44.5 

13.4 

 

49.6 

58.9 

 

341,089 

－ 

 

469,059 

－ 

99.7 

69.0 

13.2 

 

 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

過疎化が進行する中、過去の過疎４法により、本市における過疎対策が展開されてきた。

昭和 45 年からの過疎地域対策緊急措置法においては、都市と比べて著しく遅れている道

路網、産業基盤、生活基盤の整備、また、昭和 55年からの過疎地域振興特別措置法では、

産業の振興に重点が置かれ土地基盤、漁港の整備、観光振興等が進められた。平成２年か

らの過疎地域活性化特別措置法では、産業の振興はもとより、時代の要請もあり生活環境

の整備、高齢者福祉、集落整備、地域間交流の事業等に取り組み、さらに平成 12 年から

の過疎地域自立促進特別措置法では、生活安定と福祉向上、個性ある地域形成等、地域の

自立に向けた事業を推進した。これまでの過疎対策により、水道の普及率が 99.7％で新

潟県平均の 99.5％をやや上回る水準になるなど、相当の成果があがっている。 

しかし、市道の改良率や下水道の普及率などは依然低く、また、産業振興と雇用、防災・

減災、医療・介護・福祉、教育・文化、超高齢社会への対応など、本市の過疎対策への課

題は山積している。 

本市の持続的発展に当たっては、これまで取り組んできた過疎対策の成果をもとにして、

更に効果的な施策を推進する必要がある。そのため、「新潟県過疎地域持続的発展方針」

との整合性を図りながら、人口減少対策、地域資源を活かした特色ある地域づくり、交流

人口の増加、産業振興による雇用創出、交通インフラの整備充実、島内完結型の持続可能

な医療提供体制の構築等に取り組むものとする。 
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（５）地域の持続的発展のための基本目標 

項 目 現状（令和６年度） 目標（令和 12年度） 

総人口 
47,457人 

（令和７年 3月末） 

42,054人（社人研推計値） 

を上回る 

社会増減 

▲246.8人／年 

（令和２年～令和６年の平

均） 

縮小させる 

合計特殊出生率 
1.43 

（令和６年） 
向上させる 

 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画は、「佐渡市総合計画」に基づき総合的な評価を行う。したがって、本計画の評価

についても、総合計画の検証に合わせて評価を行うものとする。 

 

（７）計画期間 

令和８年４月１日から令和 13年３月３１日までの５箇年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本市では、市内の公共施設等の全ての現状を把握するとともに、適正な管理や有効な活

用を推進するため、「佐渡市公共施設等総合管理計画」を策定している。 

本計画においても、公共施設等総合管理計画との整合を図り、公共施設等の整備・管理

を計画的に推進することとする。 

 

佐渡市公共施設等総合管理計画 公共施設等の管理に関する基本的な考え方（抜粋） 

 

１ 点検・診断等の実施方針 

・道路法の改定により５年に一度の定期点検の実施が求められることから、橋梁やトン

ネルなど、社会資本の安全確保のため、点検や健全度の把握を実施します。 

・公共施設やインフラは、予防保全型管理の視点を持って、計画的な点検・診断等を行

います。 

 

２ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

・施設の重要度や劣化状況に応じ、長期的な視点で優先度をつけ、計画的な維持管理・

修繕・更新を行います。今後も維持していく公共施設については、中長期的修繕計画

を策定します。 

・少子化、高齢化社会への対応として、施設の更新にあたってはバリアフリーや環境へ
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の配慮など、時代の要求に対応した更新を図ります。 

・公共施設の更新にあたっては、機能の複合化や将来にわたる改修の容易性などに配慮

します。 

 

３ 安全確保の実施方針 

・市民の安全を確保する観点から、日常点検、定期点検などを通じて公共施設等の劣化

状況を把握するとともに、災害発生時の機能保持のため、安全性の確保に努めます。 

・今後維持していくことが難しい施設については、市民の安全確保の観点から、早期の

供用廃止などの措置を適切に取っていきます。 

 

４ 耐震化の実施方針 

・1981（昭和 56）年度以前の旧耐震基準に基づき建築された公共施設については、適切

な耐震措置を図ると共に統廃合も視野にいれ、耐震化を進めていきます。 

 

５ 長寿命化の実施方針 

・個別施設のインフラ長寿命化計画の策定を進めていきます。 

・定期的な維持の措置を図ることにより使用見込み期間の延伸が見られる施設について

は、予防保全型管理を行っていきます。 

 

６ 統合や廃止の推進方針 

・人口減少時代の到来を迎え、施設の利用頻度が低い施設や老朽化が進んだ施設は、近

接する類似施設との集約化や用途の異なる施設との複合化を図ります。 

・当該サービスが公共施設等を維持しなければできないものであるか、民間による活用

ができないかなど、公共施設等とサービスの関係について十分に留意していきます。 

・少子化・高齢化、人口減少などの人口動態の変化に対応した公共施設の再編、再配置

を図ります。 

・公共施設の保有量については、少子化・高齢化、人口減少社会の到来に対応し、需要

量の変化に合わせた施設の維持とサービスの最適化を図ります。 

 

７ ＰＰＰ/ＰＦＩの推進 

・施設の設置、管理運営にあたっては、指定管理者制度をはじめ、ＰＰＰ／ＰＦＩの積

極的な活用を検討します。 

 

８ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

・本計画を確実に実施するために必要となる全庁的な取組体制の構築や情報共有方策に

ついて、本市の状況を踏まえ方針を策定します。 

・公共施設等総合管理基本方針に基づき公共施設マネジメントの運用を開始し、公共施

設等に関する情報を全庁的に一元管理します。 
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・公共施設マネジメントは、固定資産台帳とも連携させ、地方公会計制度の財務諸表や

財産に関する調書とも整合性を図ることで、一貫した資産データに基づく運用管理を

行います。 

・職員一人ひとりが経営観念を持って、公共施設等総合管理基本方針に基づく施設マネ

ジメントを実現するため、研修会などを実施します。 

 

９ ユニバーサルデザインの推進体制 

・佐渡市の全ての公共施設のうち、スロープ、多目的トイレ、エレベーターなどユニバ

ーサルデザインを取り入れている施設は教育施設等を中心に 38施設、今後ユニバー

サルデザインを取り入れた改修を予定している施設は 36施設となっています。今後

更新する施設については、ユニバーサルデザイン化の検討に努めます。 

・全ての人が快適かつ安全に公共施設を利用できるよう、「ユニバーサルデザイン 2020

行動計画」（2017（平成 29）年２月 20日ユニバーサルデザイン 2020関係閣僚会議決

定）の考え方を踏まえ、様々な利用者の視点を大切にした整備に努めます。 

 

10 脱炭素化に向けた施設整備の推進 

・持続可能な社会の一環である脱炭素社会の実現に貢献するため、太陽光発電や太陽熱

利用などの再生可能エネルギー、蓄電池システムを活用した設備の公共施設への導

入、既存設備の省エネルギー型や温室効果ガス排出量の少ない機器への転換等につい

て、経済性や施設特性も考慮しながら 公共施設の脱炭素化を推進します。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 

ア 移住・定住 

本市も高齢化率が既に 40％を超え、周辺部の過疎化や、地域コミュニティの低下など、

日本の課題を先行、凝縮する、まさに日本の課題先進地となっている。 

近年では年間 1,200名規模で人口減少が進んでおり、UIターン者受入促進に取り組み、

令和４年度には 600 名の移住者を受入れたが、コロナ禍以降、東京一極集中が再び進み、

首都圏からの I ターン者が特に減少して、令和６年度における移住者は 445 名と減少し

た。しかしながら、U ターン者については、令和５年度から６年度にかけては、その減少

率は６％と低く一定数確保できていることから、持続可能な地域づくりを進めるため、若

者 U ターン者の確保に引き続き取り組むとともに、令和６年 11月に施行された二地域居

住促進法に基づき、関係人口の拡大と可視化に取り組み、本市の地域経済を支える人材を

確保していくことは極めて重要である。 

 

イ 地域間交流 

現在国際交流として、トキが取り持つ縁で中国陝西省洋県と友好交流提携を行っている。

国内においては、埼玉県入間市・東京都国分寺市と姉妹都市を結んでおり、物産、文化・

スポーツ、児童・生徒等を中心として交流が行われている。 

また、その他、県内外の地域においても、佐渡の自然体験や地域の風土を活かし、地域

の魅力をアピールすることによる持続的な交流促進を進めている。 

 

ウ 人材育成 

 本市ではＵＩターン者を中心に多様な人材の受入れを確保するため、稼働しなくなった

市営住宅等をお試し住宅として活用し、これまで 121 世帯を受けいれ、59 世帯が定住に

結びついている。更に、令和６年度におけるＵＩターン者の内訳として、単身世帯が 180

世帯、夫婦のみが 33世帯、その他の親族を含む世帯が 21世帯となっていることから、島

の賑やかさを再生するには、生産年齢人口を中心とした若者世代や多子世帯等、多様な人

材を受入れ活躍できる仕組みづくりを進める必要がある。 

 

（２）その対策 

ア 移住・定住 

○移住定住の受入れの拡大と定着を図るため、若者定住家賃補助や空き家改修補助など、

支援と移住相談窓口の強化を図り、子育て、福祉、就業などの多様な支援を体系化し発

信する。更には、佐渡ＵＩターンサポートセンター中心として、移住者へのフォロー体

制を強化していく。 

○また、二地域居住者や移住希望者向けの「住む拠点」を利活用可能な空き家を掘起し効

率的に整備し運用することを中心として、二地域居住者が活躍できる仕組みづくりを進



11 

める。 

 

イ 地域間交流 

○交流先との連携を密にし、相互の持つ特性を最大限に活用し、文化、スポーツ、産業等

の交流を積極的に進める。 

○佐渡の豊かな自然環境、新鮮な特産物、伝統ある風俗・文化などの地域資源を活用し、

都市との交流を促進する。 

 

ウ 人材育成 

○本市における創業・事業拡大に対する支援とともに民間と連携したビジネスコンテスト

の開催やインキュベーションセンターの整備等でスタートアップ支援を行い、若い起業

家が活躍で出来る組みを構築する。 

○また、誘致した企業の人材と地域内の事業者、団体、学生等との交流を促進することで、

地域課題の解決や人材育成にも取り組む。 

○更には国内における一定規模以上の起業家が所属するコミュニティと連携することで、

魅力的な企業誘致と就業環境を拡大し、若者の選択肢が広がるとともに、定着化を図り

本社機能の誘致にも取り組むことで、より多くの多様な人材が地域内で活躍する仕組み

づくりを加速させる。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・

定住・地域

間交流の促

進、人材育

成 

(４)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・移住・

定住 

UIターンサポート事業 

 内容：移住者受入れ促進のための

支援制度や関連する人材や企業の受

入促進活動を企画し推進する。 

 必要性・効果：交流および定住人

口の増加 

佐渡市 UI ターン

者の受入れ

促進により

持続可能な

地域づくり

を図る。 

お試し住宅体験事業 

 内容：気軽に移住できる島のブラ

ンド化を図り定住に繋げるため整備

したお試し住宅の運用を図る。 

 必要性・効果：空き家の活用、定

住人口の増加、受入れ集落の活性化 

佐渡市 空き家の利

活用と集落

の持続可能

性を高め

る。 
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二地域居住・ワーケーション受入促

進事業 

 内容：関係人口創出・拡大と、新

しいライフスタイルや人口シェアの

仕組みとして注目される、都市部や

地方と佐渡を行き来する「二地域居

住」の促進と、受入体制確立を図

る。 

佐渡市 都市部や地

方と佐渡を

行き来する

「二地域居

住」の促進

と、受入体

制確立を図

る。 

 ・地域間

交流 

姉妹都市交流事業 

 内容：佐渡市と姉妹都市であり、

交流のある埼玉県入間市や東京都国

分寺市との友好関係発展のため、市

民団体等による交流事業を実施す

る。 

 必要性・効果：人的交流促進及び

情報交流の活性化による新たな観光

ルート開発の取組みの推進や観光受

け入れ体制の整備 

佐渡市 姉妹都市と

の交流事業

を行うこと

で、交流人

口の拡大と

情報交流を

推進し、地

域間交流の

活性化を図

る。 

 ・人材育

成 

中小企業人材力向上支援事業 

 内容：中小企業の資質・能力・技

術力を向上するために、資格取得に

係る費用の一部を補助する。 

 必要性・効果：島内企業の人材育

成 

佐渡市 資格取得経

費の一部を

補助するこ

とを通じ

て、島内企

業の人材育

成を図る。 

企業誘致・スタートアップ支援事業 

 内容：ＩＴベンチャー企業を中心

に企業のスタートアップ支援施策を

推進することで起業成功率№１の島

のブランド化を進める。 

 必要性・効果：若い人材を中心に

多様な人材が活躍できる仕組みの構

築 

佐渡市 若い人材を

中心に多様

な人材が活

躍できる仕

組みを構築

し、持続可

能な地域づ

くりを図

る。 
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サテライトオフィス運営事業 

 内容：企業誘致、進出した企業の

成長促進のためのシェアオフィスや

コワーキングスペースを運営すると

ともに、ワーケーションや研修拠点

の運営により、更に島外からの事業

や企業誘致を促進する。 

 必要性・効果：誘致企業の定着と

関係人口の拡大 

佐渡市 起業家の成

長と定着お

よび企業の

活動・研修

拠点の活用

により関係

人口の強化

と拡大を図

る。 

 ・基金積

立 

基金造成事業（移住・定住・地域間

交流の促進、人材育成） 

 内容：移住者・定住者の受入態勢

の整備、地域間交流を推進するため

の基金を造成する。 

 必要性・効果：移住・定住人口の

増加、交流人口の増加 

佐渡市 特別事業の

財源として

複数年度に

わたり活用

する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

本市の人口は年々減少が進み、特に若い世代の減少は著しく、昭和 55年と令和２年の

国勢調査を比較すると、15～64歳の人口は 29,756人も減少しており、島内産業の担い手

不足が大きな課題となっている。 

 

ア 農林水産業 

① 農業 

本市における農業は経営規模が零細であり、農業経営者の高齢化が進んでいる状況にあ

る。 

経営形態は水稲を主体としているが、地域性を生かし、国中平野では稲作、南佐渡では

柿やみかん、ル レクチエ、砂丘地ではそ菜・球根、海岸段丘地では稲作と肉用牛による

経営が営まれている。 

農業は本市の基幹産業としての重要な位置を占めているが、生産者の高齢化、後継者不

足から生産体質が弱く、また規模も零細であることから、農地の流動化による経営基盤の

強化や労働力確保に大きな課題を残している。 

 

② 林業 

本市の約７割を占める森林は、豊富な森林資源の活用と森林保全、水源のかん養、地球

温暖化防止等、多様な機能の発揮に対する市民の期待が高まる一方で、林業の担い手不足

や木材価格の低迷による採算性の悪化から、森林資源が十分に活用されず、森林の有する

多様な機能の低下が懸念されている。間伐をはじめとした適切な森林管理を推進するとと

もに、佐渡産材の安定供給体制の整備や利用拡大が課題となっている。 

 

③ 水産業 

本市における水産業は、地域経済を支える重要な産業であり、県下においても佐渡海域

は重要な漁場として位置付けられている。しかし、漁業資源の減少、漁業就業者の減少と

高齢化等により、漁業生産量は減少傾向にあり、また、魚価の低迷などにより、水産業を

取り巻く情勢は厳しさを増している。 

市内には、７の漁協が 34 の漁港を基地として操業しているが、経営基盤が弱く、経営

状態が悪化している漁協もある。このような状況において漁協経営・組織基盤の強化、漁

業者の所得向上を図るため、浜の活力再生プランを策定し、計画的な事業実施を推進して

いる。 

水産資源を有効に活用するため、ブランド化や加工等による高付加価値化の実施が重要

であるが、これまでの漁業者団体による取組では規模が小さく効果が限定的である。 

また、販路拡大を行うにあたり市外出荷による輸送コスト増大と安定供給体制が課題と

なっている。 

つくり、育て、管理する漁業を一層推進するとともに、新規就業者の確保・育成や定住
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のための就業・生活環境の充実が必要である。 

 

イ 商業 

本市の卸売業、小売業規模は、令和３年経済センサス活動調査によると、１事業所当た

り従業者数は県の平均 8.0人と比較すると 5.3人と零細であり、１事業所当たり売上（収

入）金額では 10,851万円と県平均の 29,997万円を大きく下回っている。また、商店数も

年々減少している。 

近年、大型店舗・専門店の進出、人口減少に伴う地域購買力の衰退、商店主の高齢化及

び後継者不足による廃業により、既成市街地の店舗、地域の小売店に空き店舗が点在する

ようになった。 

現在、一部商店街において、地域と連携した活性化への取り組みを進めている。 

 

ウ 工業 

本市の製造業の事業所は、令和３年経済センサス活動調査によると 188 で、食料品業、

木材・木製品業、窯業・土石製品業などが主である。１事業所当たりの従業員数は 7.9人

で県平均の 19.6人に比べ小規模になっている。 

売上高については、１事業所当たり 8,665 万円であり、県平均の 51,405万円を大きく

下回っている。 

企業誘致については、雇用の創出と島内の活性化を図るため新潟県や首都圏佐渡連合会

と連携し、積極的に進めており、平成 20 年４月及び平成 27 年４月の専門学校誘致を始

め、情報サービス系の企業やコールセンター等の誘致を行っている。 

現在も国の交付金等を活用しながら、島内の一次産品を活用できる製造業、情報サービ

ス業、コールセンター業、無店舗小売業（ＩＣＴを活用した販売による卸・小売に限る。）

飲食業、宿泊業等の誘致を推進している。 

 

エ 観光 

佐渡の観光客入り込み数は、平成３年の 121万人をピークに減少を続け、令和元年には

50 万人、令和２年にはコロナウイルス感染症の影響により 25万人まで落ち込み、島内経

済に深刻な影響を及ぼした。アフターコロナの中で回復傾向が続いた後、令和６年には「佐

渡島の金山」が世界文化遺産に登録され、観光入込は約 47万人とコロナ禍前の約 95％ま

で回復した。しかし、外国人観光客はわずか約６千人程度にとどまる等、来訪者の増加に

向けた取り組みが引き続き課題となっている。 

世界遺産の先行事例では、来訪者数の増加により、地域の知名度向上や経済活性化の恩

恵がある一方で、収容能力を超えて来訪者数が増加したことによる弊害が発生している事

例や、登録年は来訪者数が急増したものの、それ以降は減少するといった一過性のブーム

で終わってしまう事例も散見され、登録後の地域の対応によって明暗が分かれているのが

実情である。 

世界文化遺産として評価された「佐渡島の金山」が有する価値を最大限に活用し、本市

が有する観光地としてのポテンシャルを引き出すことで、世界遺産にふさわしい持続可能



16 

な観光地づくりを推進することが求められている。 

 

（２）その対策 

○生産年齢人口の増加に向け、新たな起業支援や多様な人材が活用できる仕組みの構築、

企業の事業拡大、商品の高付加価値化などを推進する。 

○雇用の創出・拡大を図り、持続可能な産業を目指す。 

 

ア 農林水産業 

① 農業 

○耕地面積の減少に対する生産構造対策として、国営・県営総合土地改良事業、県営ほ場

整備事業等の活用による生産基盤の確立を推進する。 

○土地基盤整備による農地流動化の促進と、農業用排水の整備による農業生産活動の可能

性を拡大し、水田の汎用化、畑作物の生産安定、品質向上を目指す。 

〇地域計画に基づき、農地バンクを活用した農地の集約・集積化を進めるとともに、農作

業の効率化を図るため、スマート農業の導入を進める。 

〇地域コミュニティ活性化のため、地域内外から多様な担い手を確保し、農地の再配分を

進めることができるよう必要な条件整備を行い、地域と担い手が一体となって農地を利

用していく体制の構築を図る。 

○トキをシンボルとした生きものと共生する生物多様性農業を目指した「トキと暮らす島 

生物多様性佐渡戦略」を策定し、佐渡の豊かな自然と暮らしの保全・再生めざし、知る・

守る・使うを基本目標として推進を図る。 

○佐渡米やおけさ柿等の果樹及びにいがた和牛佐渡産など、農畜産物の高品質・高付加価

値化に取り組むとともに、低コスト生産を図る。 

○関係機関と連携しながら島外への多様な販売網の構築を進めるとともに、島内消費を拡

大するため地産地消を促進する。 

○更なる環境イメージ戦略に取り組み、消費者や企業との交流を通して人材交流や企業誘

致等に結び付けるなど島外資本を活用し、地域農業全体の活性化を図る。 

○島内産業の６次産業化と他産業との連携を通じ、地場産の農林水産物等の生産、加工、

販売できる流通システムづくりを推進し、地域経済の活性化を図る。 

○法人や団体等の農業参入を促進するとともに、若者や退職者世代等Ｕ・Ｉターン者を多

様な担い手と位置付けて確保を図る。 

〇国及び県の施策と連動し、生物多様性等の佐渡の特徴を活かし、有機農業の生産拡大に

取組むとともに島内の循環による環境と経済の両立を促進し、豊かな生活環境の実現を

目指す。 

○市と大学相互の資源活用により、シンポジウムや講座等を通し、自然再生活動と農林水

産業を軸とした地域経済が好循環する環境経済システムの構築等を目指す。 

 

② 林業 

○健全な森林を育むため、山林の保全、水源のかん養、地球温暖化防止等の多様な機能
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の発揮に配慮しながら、利用間伐等による積極的な森林資源の活用や、地域の特性に

応じた造林・間伐等の計画的な森林整備を推進する。  

○人工林については、森林の持つ多面的機能の発揮や良質な木材を育成するための適切

な森林整備を推進し、持続可能な林業経営を目指す。  

また、森林環境譲与税を活用し、適切な森林整備を進めることで、森林の公益的機能

が発揮されるよう、経営管理体制の構築や人材育成等を支援する。  

○天然林については、多様な機能を持続的に発揮させるための適切な管理や自然に親し

むなどのレクリエーション利用に加え、きのこ原木、木炭等の生産活動等、目的に応

じた森林整備を推進する。  

○製材用に加え、合板や木質バイオマス発電などの多様な木材需要に対応するため、森

林資源のフル活用を進めて林業関係者の所得向上を促すとともに、伐採後の再造林を

支援し、森林資源の循環利用を促進する。 

○木材生産の拡大により生産効率を向上させるとともに、施業地の集約化や路網・中間

土場の整備、機械化等による低コストな生産体制の構築を進める。さらに、加工流通

の効率化に向けた製材工場の加工能力の強化や、消費者ニーズに応じた製品の安定供

給体制を構築し、住宅分野での佐渡産材利用の促進や非住宅分野での木造・木質化を

推進するとともに、新たな技術を活用した木材の用途拡大を図る。 

併せて、広く一般市民に向け、木材を使用する意義や特徴等をPRすることにより、木

材需要の拡大を図る。  

○地域林業の中核的担い手である森林組合等林業事業体については、集約化施業の推進

による事業量の安定確保や生産コストの低減を支援するとともに、若者を中心とした

新規就業者の確保・定着を図るため、通年雇用化や労働負荷を軽減する高性能機械の

導入等の雇用条件と就労環境の改善を促進する。  

 

③ 水産業 

○栽培漁業や漁場造成及び資源管理を一体的に推進し、水産資源の増大を図る。 

○農水産物の移出及びそれら原材料等の移入に係る海上輸送費を支援することで、流通条

件不利性の緩和と生産者に対する適正な所得の確保を図り、生産者の生産意欲、販路拡

大意欲を喚起するとともに、本土側の事業者による取扱い拡大や地元産品のブランド化

等に取り組むことで農水産業の発展を図る。 

○水産物の加工・販路拡大の取組を行う漁業者団体の合併及び連携の推進と観光産業や学

校給食センター等との連携を推進し、安定供給体制の構築による水産物の利用拡大を図

る。 

○捕る漁業と育てる養殖漁業を組み合わせた複合的な漁業経営を推進するため、養殖魚種

の発掘に努める。 

○収益性の高い漁業経営の実現に向け、漁業経営体質を強化するため、組織基盤の強化や

活力ある漁協・漁業者の支援や協業化を推進する。 

○意欲ある漁業就業希望者を確保するため、情報発信を強化する。また、新規就業者を経

営能力の高い漁業者に育成するため、漁村地域が一体となった担い手のサポート等によ
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る就業・生活環境整備を進めるとともに、漁船等の設備投資に対する支援体制を充実さ

せる。 

○漁港の役割や機能に応じた効率的な施設整備を推進し、既存施設による漁港機能の確保

に努める。 

○水産業・漁村が有している多面的機能が発揮されるよう、水域環境の保全、漁港海岸の

保全と環境整備による安全な地域づくり推進の一環として、海山の連携活動を始め、体

験学習・交流事業を促進する。 

 

イ 商業 

○地域景観に配慮し、地域の特性を踏まえ、個性的、伝統的な地域文化を生かした魅力的

な商店街づくりを推進する。 

○多様化する消費者ニーズに対応し、地域住民にとって利用しやすい活気のある商店街づ

くりを推進する。 

○郊外、商店街の商業集積区域のすみわけを明確にするとともに、中心市街地活性化法等

に基づいた空き店舗対策の推進や、事業承継の促進を図る。 

 

ウ 工業 

○地場資源（農林水産物）を活用した製造業の振興を図る。 

○観光産業や関係機関との連携・情報収集活動を強化し、新製品の開発とブランド化を図

る。 

○伝統工芸産業については、伝統的技術を伝承するための人材育成や、商品の販路拡大等

を促進する。 

○「環境にやさしい島づくり」のもと、輸送コストの負荷が少ない小型部品製造関連産業

や IT関連産業の集積を図る。 

 

エ 観光 

○世界遺産登録の効果を持続的に波及させるため、世界遺産として評価された価値と金山

に由来する豊かな歴史・文化の広がりを観光客に提供する仕組みづくりを推進する。 

○佐渡の恵まれた自然・文化・歴史・産業等の地域資源を有効に活用し、質の高い魅力あ

る滞在型の観光地づくりを推進する。 

○訪れたお客様が快適に佐渡観光を楽しめるよう、多言語対応を含めた分かりやすい観光

案内、Wi-Fi環境の整備、二次交通や駐車場の整備、観光施設や公衆トイレの整備、キ

ャッシュレス決済対応など、受入環境の整備を図る。 

○対岸市連携や官民連携等により、「佐渡島の金山」を核とした情報発信によってインバ

ウンドを含めた観光需要を拡大するとともに、ターゲット別に国内外の媒体を活用して

観光プロモーションを推進する。 

○姉妹都市の住民、都市部等の佐渡出身者や大学生など、佐渡に縁のある人たちを中心と

した他地域への佐渡の魅力や情報の発信や交流に繋げる取組を実施し、さどまる倶楽部

会員をはじめとする佐渡ファンの拡大や佐渡情報の拡散、佐渡への誘客を図る。 
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○「佐渡国際トライアスロン大会」・「アース・セレブレーション」等の外国からも評価の

高いイベントや、クルーズ船寄港等を契機とし、住民も含めた国内外との交流を促進す

る。 

○多様化する観光ニーズに対応するためアウトドア・アクティビティなど、新たな商品づ

くりや活用に向けた調査、取り組みを進める。 

○さどまる倶楽部アプリ等による観光客の動向や満足度調査、入込分析などの観光関連デ

ータをマーケティング活動に生かし、政策への反映、戦略の展開を図る。 

○旅マエの情報発信に加えて、各種手続きのオンライン化を進めるとともに、ふるさと納

税等、旅アトの発信を強化する。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発

展施策区

分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

２  産 業

の振興 

(１)基盤整

備 

 ・農業 

県営かんがい排水事業負担金（集積

型）（潟端地区） 

 用水路工 L=4.5km 

新潟県  

県営かんがい排水事業負担金（集積

型）（達者地区） 

 用水路工 L=4.2km 

 ファームポンド工 N=2箇所 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（国府川左岸 2期地区） 

 用水路工 L=85.9km 

 道路工 L=14.9km 

 暗渠排水工 A=584ha 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（羽茂沖地区） 

 用水路工 L=19.8km 

 排水路工 L=2.3km 

 暗渠排水工 A=54ha 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（新貝地区） 

 区画整理 A=102ha 

 暗渠排水工 A=102ha 

 用水路工 L=1.7km 

新潟県  
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県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（新貝２期地区） 

 区画整理 A=38ha 

 暗渠排水工 A=38ha 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（長江地区） 

 区画整理 A=38ha 

 暗渠排水工 A=38ha 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（大和田地区） 

 区画整理 A=21ha 

 暗渠排水工 A=21ha 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（大和田２期地区） 

 区画整理 A=13.2ha 

 暗渠排水工 A=13.2ha 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（千種沖地区） 

 区画整理 A=30ha 

新潟県  

県営経営体育成基盤整備事業負担金

（ほ場）（新穂北方地区） 

 区画整理 A=7ha 

 暗渠排水工 A=7ha 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（尾嵩

郷内地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（長江

地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（立野

沢耕地整理堤地区） 

 ため池改修 １箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（仲之

入地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（安養

寺地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  
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県営ため池等整備事業負担金（浜中

地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（水津

地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（西野

堤地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（苦竹

沢地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（砥石

池地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（大石

平耕地整理堤地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（柏木

沢ため池地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営ため池等整備事業負担金（上野

地区） 

 ため池改修 N=1箇所 

新潟県  

県営中山間地域総合整備事業負担金

（相川南部地区） 

 区画整理 A=7ha 

 暗渠排水工 A=5ha 

 ため池改修 N=15箇所 

新潟県  

県営中山間地域総合整備事業負担金

（西三川地区） 

 用水路工 L=7.0km 

 農業集落排水 L=155m 

新潟県  

県営中山間地域総合整備事業負担金

（吉井潟端地区） 

 用水路工 L=5.9km 

 集落防災安全 N=1箇所 

 揚水機場 N=3箇所 

新潟県  
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県営中山間地域総合整備事業負担金

（相川北部地区） 

 区画整理 A=16ha 

 用水路工 L=908m 

 ため池改修 N=2箇所 

新潟県  

県営中山間地域総合整備事業負担金

（川茂地区） 

 区画整理 A=15ha 

 用水路工 L=4.2km 

新潟県  

県営中山間地域総合整備事業負担金

（相川中部地区） 

 区画整理 A=11ha 

 用水路工 L=1.5km 

 ため池改修 N=6箇所 

新潟県  

県営中山間地域総合整備事業負担金

（大小地区） 

 区画整理 A=21ha 

 用水路工 L=7.9km 

新潟県  

県営中山間地域総合整備事業負担金

（佐渡南部地区） 

 用水路工 L=5.9km 

 暗渠排水工 A=1.3ha 

新潟県  

(２)漁港施

設 

和木漁港漁港施設機能強化事業 

 東防波堤改良 L=110m 

佐渡市  

入桑漁港改修事業 

 北防波堤改良 L=87.0m 

佐渡市  

真更川漁港改修事業 

 北防波堤改良 L=147.1m 

佐渡市  

(９)観光又

はレクリエ

ーション 

窪田キャンプ場管理棟・外構炊事場

改修工事 

佐渡市  

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・第 1 次

産業 

生物多様性戦略推進事業 (生物多様

性促進事業) 

 内容：生物多様性佐渡戦略（朱鷺と

暮らす郷づくり認証制度、交流・PR事

業等）、世界農業遺産（認定地域連携、

PR、棚田保全等）を推進する。 

 必要性・効果：佐渡の豊かな生物多

佐渡市 2012年に策

定された戦

略推進の事

業。 

佐渡の生物

多様性豊か

な環境を維
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様性保全による、農林水産物のブラ

ンド化、環境と経済の好循環 

持すること

で環境と経

済の好循環

を促す。 

中山間地域等直接支払事業 

 内容：多面的機能確保のための事

業（平野部と中山間地の一体的取組

み）を実施する。 

 必要性・効果：中山間地域における

農業生産の維持 

佐渡市 中山間地域

における農

業基盤を維

持していく

ことで、農

業の生産体

制を持続さ

せる。 

集落営農・担い手支援事業 

 内容：集落・地域の実態に合わせた

営農体制の推進とともに、多様な担

い手、及び地域農業を支え、経営改善

に意欲のある農業経営体の支援・育

成を行う。 

 必要性・効果：担い手の確保、将来

にわたる持続可能な営農体制の確立 

佐渡市 中心経営体

及び新規就

農 者 の 確

保、集落営

農組織を強

化すること

により、持

続可能な営

農体制の確

立につなが

る。 

園芸作物振興事業 

 内容：おけさ柿のブランド化を図

るとともに、他の園芸作物等の生産、

販売拡大を支援する。 

 必要性・効果：所得確保の支援、園

芸作物生産者の減少対策、担い手の

育成 

佐渡市 島内資源の

循環を促進

す る こ と

で、持続可

能な社会に

貢献する。 

環境保全型農業直接支援対策事業 

 内容：自然環境の保全に資する農

業生産活動の実施に伴う追加的コス

トを支援する。 

 必要性・効果：生物多様性保全等へ

の取り組み、農産物の高付加価値化

佐渡市 島内資源の

循環を促進

す る こ と

で、持続可

能な社会に

貢献する。 
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による農産物の販路拡大 

水田経営安定対策事業 

 内容：水田経営の安定及び地域産

業の維持のため、農業経営の収益性

向上、地域の活性化を図るために、水

田経営の安定に必要な産地づくり対

策を実施する。 

 必要性・効果：水田経営の安定及び

地域産業の維持 

佐渡市 水田経営の

安定化によ

り持続可能

な農業経営

に貢献し、

将来にわた

って担い手

を 確 保 す

る。 

みどりの食料システム戦略推進事業 

 内容：地産地消や食と農と環境の

教育を含めて、低炭素、島内資源の循

環による持続可能な農業体制を構築

するため、生きものを育む農法を主

体として、佐渡米品質向上プロジェ

クト事業及び佐渡米無農薬無化学肥

料栽培等プロジェクトの高度化を図

る。 

 必要性・効果：生産と消費の両面か

らの取組により、低炭素、島内資源の

循環による持続可能な農業体制の構

築 

佐渡市 多様な生物

に配慮した

農業をベー

スに、地産

地消や特別

栽培農産物

の生産を強

化するとと

もに有機農

業に取組む

ことで、更

なる環境負

荷を低減し

た農業の普

及拡大が図

られる。 

畜産振興事業 

 内容：畜産業の維持発展のために

品質、生産数量の向上を推進する。 

 必要性・効果：畜産農家の経営の安

定、担い手育成 

佐渡市 島内資源の

循環を促進

す る こ と

で、持続可

能な社会に

貢献する。 
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農業経営収入保険加入支援事業 

 内容：近年多発する自然災害にお

いて、農業者の経営努力では避けら

れない様々なリスクに備えるため、

収入保険の加入促進を図る。 

 必要性・効果：農業経営の安定及び

地域産業の維持 

佐渡市 様々なリス

クに備える

ための保険

加入を支援

を実施する

ことで、農

業の生産体

制を持続さ

せる。 

離島漁業再生支援交付金事業 

 内容：漁業集落が漁業所得の向上

と漁業就業者の維持を目標として取

り組む活動を支援する。 

 必要性・効果：漁業所得の向上、新

規就業者の確保・定着 

佐渡市 種苗放流等

の漁場の生

産力の向上

に関する取

組みや販路

拡大等の取

組みを行う

ことで長期

的な漁業所

得の向上を

図る。また、

新規漁業就

業者の初期

負担等を軽

減し、新規

就業者の確

保・定着を

促進するこ

とで、漁業

者の減少を

抑制してい

く。 

深層水蓄養事業 

 内容：海洋深層水を活用した水産

物の蓄養やコンブ等の種苗生産を行

う漁業者へ水槽を貸与する。 

 必要性・効果：資源量に左右されな

い安定した養殖漁業の推進と蓄養に

よる漁獲物の付加価値向上 

佐渡市 天然資源に

左右されな

い新たな養

殖漁業を発

掘し、推進

することで

漁業経営の
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安定化が図

られる。 

漁業資金利子助成事業 

 内容：融資機関が漁業者等に行う

貸付資金に係る利子の一部を助成す

る。 

 必要性・効果：漁業者等の資本装備

の高度化 

佐渡市 漁業者等の

資本装備の

高度化を図

り、その経

営の近代化

に資する。 

加茂湖環境保全事業 

 内容：漁業者団体が管理する海水

導入施設等の電気料に対して補助す

る。 

 必要性・効果：加茂湖の水質保全及

び水域浄化による牡蠣養殖の安定化 

佐渡市 加茂湖の環

境保全活動

を推進する

ことで牡蠣

養殖の安定

生産が図ら

れる。 

輸送コスト低廉化事業 

 内容：鮮度が重要となる農水産物

の島外出荷にかかる海上輸送費の一

部を支援 

 必要性･効果：島外産品との価格差

の減少や販売力の強化、生産者の所

得向上及び経営の安定化 

佐渡市 島外産品と

の流通価格

差を減少さ

せ、佐渡産

品の販売力

を向上させ

ることで、

島内生産者

の所得向上

を図る。 

 ・商工業・

６次産業化 

海上輸送費支援事業(対象品目：水産

品、飲料、電気機械、原木、農産加工

品) 

 内容：海上輸送費に係る費用を支

援する。 

 必要性・効果：輸送コストの低減化

による流通条件不利性の緩和、生産

者所得向上、離島の活性化 

佐渡市 海上輸送費

を支援する

ことで、流

通条件不利

性の緩和が

図られ、生

産量及び生

産人口の維

持、企業の

誘致、生産

者所得の向
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上 に 繋 が

る。 

創業・事業拡大等支援事業 

 内容：雇用の創出に資する民間事

業者等の創業や事業拡大に係る設備

投資等の費用を助成する。 

 必要性・効果：雇用の創出、産業の

振興 

佐渡市 民間事業者

等の創業や

事業拡大に

係る設備投

資等の費用

を助成する

ことで、雇

用の創出を

図る。 

物産展等出展支援事業 

 内容：佐渡産品の販路拡大及び消

費者ニーズ等の情報収集を支援する

ため、見本市等出展の際の出展料の

一部を支援する。 

 必要性・効果：島内企業の経営基盤

の強化、新製品の情報発信 

佐渡市 佐渡産品の

販路拡大及

び消費者ニ

ーズ等の情

報収集を支

援すること

で、島内企

業の経営基

盤の強化を

図る。 

人材・労働力確保支援事業 

 内容：島内事業者の採用活動や就

業環境の改善を支援する。 

 必要性・効果：雇用の創出 

佐渡市 島内事業者

の積極的な

採用活動等

を支援する

ことで、人

材確保に繋

げる。 

販売網体制構築事業 

 内容：佐渡産品の更なるブランド

化を進めることで、付加価値を高め

て国内外に販売をする。伝統的工芸

品の佐渡無名異焼や朱鷺と暮らす郷

米等の戦略的なプロモーションを推

佐渡市 ブランド力

の向上、魅

力発信によ

り、基幹産

業である第

1 次産業の
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進し、多様な販売網を構築する。 

 必要性・効果：佐渡ブランド力の向

上、消費者への佐渡の多様な魅力の

幅広い周知 

維持・拡大

を図る。 

信用保証協会保証料補給事業 

 内容：市内の中小企業者等が金融

機関から融資を受けるにあたり、市

が借入金額に応じて信用保証料を補

給する。 

 必要性・効果：市内中小企業者の経

営安定化 

佐渡市 市内中小企

業の資金繰

りを支援す

ることで、

経営安定化

を図り、産

業振興、雇

用の維持に

繋げる。 

 ・観光 滞在型観光促進事業 

 内容：佐渡の自然・歴史・文化など

の独自の資源を活かした体験型滞在

プランの販売促進を行い、着地型観

光の受入体制整備に取り組む。また、

歴史を感じさせる町並みの保全と新

しい観光業の促進を図るため、分散

型ホテル事業を手がける地域協議会

などの支援に取り組む。 

 必要性・効果：旅行者の滞在時間を

延ばすことで、旅行消費額の増額を

図るとともに、島内事業者の収益増

に繋がる。 

佐渡市 域内消費額

の拡大によ

り、観光産

業のみなら

ず、地域経

済の活性化

に繋がる。 

観光振興対策事業 

 内容：関係団体等と連携し、佐渡観

光のＰＲを図るとともに、教育旅行

やクルーズ船等の誘致を行い、来訪

者の増加を図る。また、観光資源を活

用した受入環境の整備も行う。 

 必要性・効果：佐渡の魅力を高める

ことによる佐渡ファンの拡大・観光

客の誘致、満足度向上を目指した受

入環境の整備 

佐渡市 佐渡ファン

の拡大・観

光 客 の 誘

致、満足度

向 上 を 図

る。 
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外国人旅行客誘致事業 

 内容：外国人旅行客を誘致し観光

客を増やし外貨を獲得することによ

り、経済及び地域の活性化を図る。 

 必要性・効果：外国人誘客と交流人

口の拡大 

佐渡市 インバウン

ド誘致によ

り、外貨の

獲得、交流

人口の拡大

に繋がる。 

戦略的観光誘客促進事業 

 内容：島内の貸切バス不足による

佐渡観光の機会損失を避けるための

対策を行う。 

 必要性・効果：島内の貸切バスが不

足した際にも団体旅行の旅行商品造

成を促すことができる。 

佐渡市 団体旅行の

造成を促進

す る こ と

で、交流人

口の拡大に

寄与する。 

国際交流事業 

 内容：JETプログラムを活用して国

際交流員を招致し、本市の国際交流

活動を促進する。また、本市の外国籍

住民支援と市民の国際理解を促進す

る。 

 必要性・効果：本市の国際交流活動

の活性化、グローバルな人材確保に

寄与する。 

佐渡市 国際理解や

交流活動を

促進するこ

とで、イン

バウンド誘

致を含め、

国際交流の

拡 大 を 図

る。 

国際文化芸術発信拠点形成事業 

 内容：アース・セレブレーションお

よび佐渡固有の文化事業を実施し、

インバウンドを含めた佐渡への旅行

客誘致を図る。 

 必要性・効果：外国人旅行客を増や

し、外貨を獲得することにより、雇 

用機会の創出・国際相互理解の増進・

シビックプライドの醸成に寄与す

る。 

佐渡市 事業実施に

より、交流

人口の拡大

やシビック

プライドの

醸成に繋が

る。 
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観光地域づくり推進事業 

 内容：地域 DMOである（一社）佐渡

観光交流機構を中心に、地域事業者

との連携による自然・文化を活用し

たコンテンツの提供、観光案内所を

拠点とした効果的な情報発信、観光

データを用いたマーケティング等を

通じて、佐渡全体の観光地域として

の底上げを図る。 

 必要性・効果：来訪者の利便性・満

足度向上につながるとともに、地域

内における観光消費の拡大に寄与す

る。 

佐渡市 交流人口の

拡 大 に よ

り、観光産

業のみなら

ず、地域経

済の活性化

が 図 ら れ

る。 

対岸市等交流拡大推進事業 

 内容：「佐渡島の金山」の世界遺産

登録を契機に、対岸市、連携協定締結

市等とのインバウンドを含めた受入

態勢備、情報発信を行い、世界遺産を

核とした周遊型観光の構築を目指

す。 

 必要性・効果：受入態勢の充実、対

岸市等と連携した情報発信の強化に

繋がる。 

佐渡市 広域連携で

誘客に取り

組 む こ と

で、受入体

制や発信の

強化に繋が

る。 

観光デジタル化推進事業 

 内容：公式観光情報サイト「さど観

光ナビ」や会員システム「さどまる倶

楽部」の運営において、顧客に合わせ

た情報発信や、来訪者属性調査や旅

行満足度、観光消費額等の調査分析

を実施する。CRM（顧客関係管理）の

考えに基づいて、顧客との関係構築

を行う。 

 必要性・効果：観光情報を充実させ

ることで、旅行者の利便性の向上に

繋がる。 

佐渡市 旅行者の利

便性の向上

により、観

光消費の拡

大や満足度

向上に寄与

する。 
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ナイトツーリズム推進事業 

 内容：文化財や歴史的建造物を活

用したナイトツーリズムを推進し、

来訪者の滞在時間の延長を促し、観

光消費額の増加を図る。 

 必要性・効果：ナイトコンテンツを

実施することで、来訪者の延泊によ

る滞在時間の延長に寄与する。 

佐渡市 旅行者の滞

在時間の延

長を促すこ

とで観光消

費の拡大を

図る。 

スポーツツーリズム推進事業 

 内容：全国から参加者を募るトラ

イアスロン大会、マラソン大会、自転

車イベント、水泳イベントの開催。 

 必要性・効果：交流人口拡大による

地域の活性化、スポーツを通じた健

康の維持増進 

佐渡市 スポーツへ

の関心を高

め、健康な

心と体の構

築を図る。 

世界遺産「佐渡島の金山」誘客プロモ

ーション事業 

 内容：交通事業者やメディア等と

連携し、ターゲットエリアに対して

認知向上と来訪意欲向上のための広

告展開を行う。 

 必要性・効果：多様な媒体で情報発

信を展開することで、新規を含めた

幅広い層に「佐渡島の金山」の認知と

佐渡観光の意識付けを行う。 

佐渡市 「佐渡島の

金山」の認

知拡大と佐

渡観光の意

識付けを通

じて、交流

人口の拡大

を図る。 

持続可能な観光推進に向けた受入環

境整備事業 

 内容：来訪者の二次交通手段を確

保するとともに、乗用車利用を抑制

した行程を促す。 

 必要性・効果：オーバーツーリズム

の抑制を図ることで、来訪者の満足

度向上に寄与する。 

佐渡市 二次交通の

確保等、受

入環境を整

備すること

で、持続可

能な観光地

づくりに寄

与する。 

 ・基金積

立 

基金造成事業(産業の振興) 

 内容：佐渡島内の農林水産業、観商

工業が将来に渡り持続、及び活性化

できるよう支援・整備を実施するた

めの基金を造成する。 

佐渡市 特別事業の

財源として

複数年度に

わたり活用

する。 
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 必要性・効果：島内産業の維持活性

化 

 

 

（４）産業振興促進事項 

ア 産業促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備 考 

佐渡市全域 製造業、農林水産物等

販売業、旅館業、情報

サービス業等 

令和８年４月１日～ 

令和 13年３月３１日 

 

 

イ 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）その対策及び（３）計画のとおり。 

 

ウ 他の市町村との連携に関する事項 

産業振興において周辺市町村、姉妹都市等との連携に努める。 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 

ICTの活用が世界規模で進展する中、本市においても民間通信事業者による高速通信網

整備の整備が進められ、令和３～４年度にかけて高度無線環境整備推進事業を活用した市

内全域における高速通信網（光ファイバ）の整備が行われた。今後は、平成 20 年度に市

内全域で整備を行ったケーブルテレビ網の維持や更新（光化）について、民間への譲渡も

含めた整備方針の検討が急務となっている。 

また、インターネット利用端末のパソコンからスマートフォンやタブレットなどの携帯

端末への移行が進む中、屋外で利用可能な環境整備として携帯電話などの移動体通信サー

ビスの充実が求められている。市内居住エリアにおける携帯電話の不感地域はほぼ解消さ

れているものの、通信の高速化が進むにつれ直進性の特性が影響し、逆に不感地域が拡大

傾向にあることが課題となっている。 

災害等の緊急時の情報伝達方法については、佐渡市緊急情報伝達システムを中心に、

LINE アプリによるプッシュ通知のほか、市民メール、エリアメール、CATV 等を利用して

いる。緊急情報伝達システムは、188箇所の屋外スピーカーと戸別受信機により構成され

ているが、個別受信機の設置率が、およそ 71％にとどまっていることから、100％の設置

率を目指して取組を進める必要がある。 

 

（２）その対策 

〇携帯電話等の移動体通信施設については、市内全域で通信可能とするため、民間事業者

と市の連携により整備を進める。 

〇デジタル技術を活用した地域課題の解決や、住民の利便性を向上させる取組を推進す

る。 

〇市ホームページや SNS等による情報発信に努める。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設

名） 

事業内容 事業主体 備考 

３ 地域に

おける情報

化 

(１)電気

通信施設

等情報化

のための

施設 

 ・防災行

政用無線

施設 

緊急情報伝達システム管理運営事

業 

佐渡市 
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(２)過疎

地域持続

的発展特

別事業 

 ・デジタ

ル技術活

用 

医療・介護・福祉の連携事業 

 内容：市内の医療・介護・福祉施

設が“連携”を図るためのツールで

ある「さどひまわりネット」を有効

利用し、その運営を支援する。 

 必要性・効果：“連携”を図ること

により、佐渡全体で市民の健康を支

えることができ、より良いサービス

の提供にもつながる。 

佐渡市 医療・介護・

福祉の連携体

制の構築は、

市民の健康的

な生活の支え

となることが

できる。 

 ・基金積

立 

基金造成事業(地域における情報

化) 

 内容：佐渡島内の高速通信環境の

向上のための整備や災害等の緊急

時の情報伝達システム等整備を実

施するための基金を造成する。 

 必要性・効果：島内の高速通信環

境の整備、緊急情報伝達システムの

整備 

佐渡市 特別事業の財

源として複数

年度にわたり

活用する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

ア 道路（国県道・市道） 

本市の道路網は、両津港から市の中央部を横断し、小木港に至る国道 350 号を中心に、

主要地方道佐渡一周線が海岸沿いに市の周囲を走り、その他主要地方道及び一般県道並び

に市道が各地域を結んでいるが、周辺地域から中央部までの道路は依然として未改良箇所

が多く、災害時に対応する迂回路の確保も困難な状況にある。 

本市の交通体系は自動車への依存度が高く、とりわけ中央に位置する総合病院までの区

間は緊急医療の面からも、早急な整備を推進する必要がある。また、港湾、観光施設等あ

らゆる交通拠点との効率的な連携を図る観点から、質の高い道路ネットワークの整備を計

画的に進める必要がある。 

 

イ 林道 

本市で管理している林道は 132路線があるが、未舗装の路線が多く存在する。また、開

設から年数も経過しており法面の侵食が進んでいる路線も多いことから、市の面積の

70％以上を占める森林資源を総合的かつ有効に活用していくためには、現有林道において

舗装工や法面保護工等の整備を計画的に実施し、利用者の利便性の向上と施業時の安全性

の確保を図ることが必要である。 

 

ウ 港湾 

本市には、両津港、小木港、赤泊港、二見港の４つの港湾があり、島民の生活を支える

物流・人流の拠点として重要な役割を担っている。施設の整備については、計画的に進め

られているが、佐渡地域の振興のためにもなお一層の機能充実（耐震強化岸壁、大型船が

着岸可能な岸壁等）が必要である。また、整備に当たっては周辺地域に配慮した環境整備

や親水性の高い港湾整備が求められる。 

 

エ 生活交通等確保対策 

近年のマイカー利用の増大や、少子高齢化の進展などにより、公共交通の利用者は減

少し、市の財政負担は増加の一途をたどっている。一方で公共交通は高齢者、通院者及び

学生などの交通弱者の移動手段として必要不可欠であり、また観光客等の来訪者の足とし

ても充実が求められているが、慢性的な運転手不足によりバス路線を維持することが困難

な状況となっている。このため、地域の足、観光の足を確保するため路線バスにたよらな

い交通体系の抜本的な見直しが求められている。 

 

オ 航路、航空路対策 

平成 26年４月以降、島内には定期航空路線がなく、本土との唯一の交通手段である航

路も年々利用者が減少しており、航路事業者の安定した経営や船舶の老朽化に伴う代替船

舶の建造が急務となっている。また、カーフェリーの減船に伴う物流面や島内二次交通へ

の影響など新たな課題が生じているほか、航路運賃が割高で航路利用の障壁となっている。
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航路は冬場など欠航による不確実性があるため、離島航空路線の再開による確実性の確保

により、島民が安心して生活できる環境を整備する必要がある。 

 

カ その他 

本市は平成 16年に 10市町村による合併が行われたが、面積も広く、地域性も多様であ

る。 

 

（２）その対策 

ア 道路（国県道・市道） 

○市街地間や集落間、地域拠点地区との連絡を図る道路など、本市の発展に大きな役割を

果たす幹線道路の整備を行う。 

○住民の生活に密着した生活関連道路は、交通量、公共施設の配置、防災機能、緊急医療、

交通安全対策等を勘案し、計画的に整備する。 

○歩行者の安全性に配慮した歩道整備を推進する。 

○市民及び観光客の利便性を考え、図柄等が統一された道路案内標識等を整備する。 

 

イ 林道 

○森林資源の有効利用を図るため、自然環境の保全に配慮し、林道施設の適正な維持管理

を図る。 

 

ウ 港湾 

○港湾整備については、本市の産業振興と住民生活向上の基礎的条件及び防災拠点であり、

引き続き施設整備を推進する。 

 

エ 生活交通等確保対策 

○地域住民の生活に支障が生じないように公共交通手段の維持・確保に努める。 

〇免許返納制度等により、公共交通の利用促進及び交通事故の抑制を図る。 

〇観光客等の移動手段として、効率的かつ利便性の高い持続可能な交通体系の整備を図る。 

 

オ 航路、航空路対策 

○県とともに本土と短時間で結ぶ航空路線の早期再開を目指す。 

○佐渡航路の安定化に向けた就航船舶の確保、魅力ある船旅の創出や利用促進を図り、航

路の維持を図る。 

〇利用しやすい運航ダイヤ、運賃の低廉化・多様化などにより航路の利便性向上に努める。 

 

カ その他 

○市民の安全・安心、産業振興にとって重要である交通体系の整備は、医療の確保や企業

進出、交流人口の拡大等に大きく影響するため、これらの課題の克服と市民の利便性の

向上、地域経済の活性化を図るための基金を造成して法失効後の活用も視野に、将来に
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渡り持続可能な航空路の整備又は維持、航路の充実、航路の活性化及び島内公共交通体

系の整備等のための事業を行う。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発

展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

４  交 通

施 設 の 整

備、交通手

段の確保 

(１)市町村

道 

 ・道路 

海府幹線１号線（改良舗装） 

 L=1,000m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

海府幹線２号線（法面保護） 

 A=100㎡ 

佐渡市  

河崎幹線５号線（改良舗装） 

 L=1,286m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

河崎幹線１３号線（改良舗装） 

 L=630m W=6.0(7.0)m 

佐渡市  

加茂幹線５号線（改良舗装） 

 L=80m W=5.0(6.0)m 

佐渡市  

加茂幹線８号線（改良舗装） 

 L=600m W=5.5(6.5)m 

佐渡市  

鷲崎１３号線（改良舗装） 

 L=340m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

黒姫１号線（改良舗装） 

 L=40m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

見立１号線（交付金事業） 

 L=400m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

見立４号線（改良舗装） 

 L=40m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

平松２号線（交付金事業） 

 L=800m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

加茂歌代６号線（歩道改修） 

 L=114m 

佐渡市  

長江１３号線（改良舗装） 

 L=845m W=4.0(6.0)m 

佐渡市  

下横山１号線（改良舗装） 

 L=1,320m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  
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吾潟１６号線（舗装） 

 L=90m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

住吉１号線（改良舗装） 

 L=800m W=5.0(6.0)m 

佐渡市  

河崎６号線（改良舗装） 

 L=150m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

河崎１３号線（改良舗装） 

 L=489m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

相川６２号線（改良舗装） 

 L=550m W=6.0(8.0)m 

佐渡市  

相川７２号線（改良舗装） 

 L=40m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

相川１００号線（改良舗装） 

 L=50m W=6.0(8.0)m 

佐渡市  

相川１２９号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

相川１６９・１７７号線（改良舗装） 

 L=500m W=6.0(8.0)m 

佐渡市  

相川１７７号線（改良舗装） 

 L=300m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

相川２２０号線（改良舗装） 

 L=2,450m W=6.0(8.0)m 

佐渡市  

黒岩線（改良舗装） 

 L=5,000m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

大倉１号線（改良舗装） 

 L=2,000m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

関９号線（改良舗装） 

 L=1,000m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

小野見１号線（改良舗装） 

 L=500m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

小野見２６号線（改良舗装） 

 L=200m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

北田野浦２４号線（側溝整備） 

 L=200m 

佐渡市  
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高千１９号線（改良舗装） 

 L=500m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

達者７１号線（改良舗装） 

 L=500m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

城址公園線（改良舗装） 

 L=720m W=10.0(12.0)m 

佐渡市  

稲鯨１８号線（改良舗装） 

 L=300m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

稲鯨１１０号線（改良舗装） 

 L=50m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

二宮幹線５号（改良舗装） 

 L=100m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

二宮幹線６号（改良舗装） 

 L=100m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

二宮幹線７号（改良舗装） 

 L=200m W=6.0(8.0)m 

佐渡市  

二宮幹線１８号（改良舗装） 

 L=200m W=6.0(8.0)m 

佐渡市  

二宮幹線１１・１８号（通学路整備） 

 L=600m 

佐渡市  

二宮８５号線（交付金事業） 

 L=150m W=5.0(6.0)m 

佐渡市  

二宮１０３号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

二宮１３４号線（改良舗装） 

 L=200m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

二宮１３５号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

二宮１３７号線（改良舗装） 

 L=150m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

二宮１４３号線（改良舗装） 

 L=250m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

八幡幹線６号（改良舗装） 

 L=25m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  
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八幡４５号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

八幡７６号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

八幡９１号線（改良舗装） 

 L=190m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

八幡９４号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0) m 

佐渡市  

八幡９６・９８号線（改良舗装） 

 L=130m W=4.0(5.0) m 

佐渡市  

河原田幹線１２号（改良舗装） 

 L=120m W=5.0(6.0)m 

佐渡市  

河原田３３号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

河原田３５号線（改良舗装） 

 L=160m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

沢根幹線８号（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

金井３号線（改良舗装） 

 L=560m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

平清水２８号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

泉６１号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

泉８８号線（改良舗装） 

 L=650m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

泉１０９号線（改良舗装） 

 L=130m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

中興７号線（改良舗装） 

 L=200m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

中興５０号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

中興１００・１０３号線（改良舗装） 

 L=350m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  
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尾花９号線（改良舗装） 

 L=950m W=8.0(12.0)m 

佐渡市  

千種２号線（改良舗装） 

 L=730m W=4.0(6.0)m 

佐渡市  

金井新保２１号線（改良舗装） 

 L=146m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

金井新保３８号線（改良舗装） 

 L=110m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

金井新保５７号線（改良舗装） 

 L=250m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

金井新保５０・５９・６０号線（改

良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

貝塚３号線（改良舗装） 

 L=119m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

貝塚１５号線（改良舗装） 

 L=150m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

貝塚１８号線（改良舗装） 

 L=100m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

大和３５号線（改良舗装） 

 L=350m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

大和４５号線（改良舗装） 

 L=250m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

大和６９号線（改良舗装） 

 L=100m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

瓜生屋・田野沢２１号線（改良舗装） 

 L=3,000m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

田野沢２６号線（改良舗装） 

 L=200m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

潟上１３７号線（改良舗装） 

 L=150m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

正明寺３１号線（改良舗装） 

 L=300m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

上新穂１０号線（改良舗装） 佐渡市  
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 L=100m W=3.0(4.0)m 

長畝４８号線（改良舗装） 

 L=1000m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

長畝５８号線（改良舗装） 

 L=170m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

長畝７８号線（改良舗装） 

 L=200m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

長畝１００号線（改良舗装） 

 L=150m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

長畝１３２号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

長畝１４４号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

長畝１５０号線（改良舗装） 

 L=300m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

北方７０号線（改良舗装） 

 L=315m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

舟下７号線（改良舗装） 

 第 1工区 L=80m W=3.0(4.0)m 

 第 2工区 L=35m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

舟下１７号線（改良舗装） 

 L=600m W=6.0(7.0)m 

佐渡市  

正明寺・潟上２３号線（改良舗装） 

 L=330m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

青木１８号線（改良舗装） 

 L=300m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

大野３号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

大野３３号線（舗装） 

 L=130m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

大野３４号線（舗装） 

 L=200m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

大野５１号線（舗装） 

 L=150m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  
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郷久保線（改良舗装） 

 L=477m W=4.0(6.0)m 

佐渡市  

女神線（改良舗装） 

 L=350m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

西高屋・町線（改良舗装） 

 L=150m W=4.0(6.0)m 

佐渡市  

１区目黒町１４号線（改良舗装） 

 L=100m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

３区三宮４号線（舗装） 

 L=350m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

５区栗野江１３号線（舗装） 

 L=280m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

５区栗野江６７号線（改良舗装） 

 L=398m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

５区小倉１２・５０号線（改良舗装） 

 L=837m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

６区丸山１７・１８号線（改良舗装） 

 L=140m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

峠河内線（法面保護） 

 A=3600㎡ 

佐渡市  

浜中２１号線（改良舗装） 

 L=400m W=5.5(9.5)m 

佐渡市  

新町活性化道路１号線（改良舗装） 

 L=100m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

新町活性化道路２号線（改良舗装） 

 L=95m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

新町活性化道路３号線（改良舗装） 

 L=180m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

吉岡５５号線（改良舗装） 

 L=350m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

金丸５０号線（改良舗装） 

 L=1,500m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

大小７２号線（改良舗装） 

 L=670m W=4.0(6.0)m 

佐渡市  



44 

大倉谷９号線（改良舗装） 

 L=1,280m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

大倉谷９０号線（交付金事業） 

 L=1,080m W=5.5(7.0)m 

佐渡市  

椿尾１号線（法面保護） 

 A=3600㎡ 

佐渡市  

椿尾４７号線（改良舗装） 

 L=100m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

笹川３３号線（改良舗装） 

 L=200m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

滝脇２４号線（改良舗装） 

 L=135m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

木流線（法面保護） 

 A=1000㎡ 

佐渡市  

村山線（改良舗装） 

 L=860m W=5.0(6.0)m 

佐渡市  

天沢上組支線１号線（改良舗装） 

 L=925m W=5.0(6.0)m 

佐渡市  

羽茂川線１号線（改良舗装） 

 L=140m W=5.0(6.0)m 

佐渡市  

西方線（改良舗装） 

 L=1800m W=5.5(6.5)m 

佐渡市  

西方中組線（改良舗装） 

 L=600m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

逢坂線支線１号（改良舗装） 

 L=600m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

下川茂１号線（改良舗装） 

 L=323m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

上川茂４号線（改良舗装） 

 L=110m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

三川１号線（改良舗装） 

 L=3,000m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

三川８号線（改良舗装） 

 L=300m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  
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赤泊１号線（改良舗装） 

 L=3,000m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

赤泊２号線（法面保護） 

 A=500㎡ 

佐渡市  

徳和１号線（改良舗装） 

 L=3,600m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

徳和３号線（改良舗装） 

 L=650m W=4.0(5.0)m 

佐渡市  

 ・橋りょ

う 

道路メンテナンス事業 

 橋梁（補強・改修） 

 N=10橋 

佐渡市  

 ・その他 除雪機購入事業 佐渡市  

(３)林道 県単林道舗装事業（高野線） 

 L=4,625m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

県単林道舗装事業（見立線） 

 L=1,741m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

県単林道舗装事業（大高野線） 

 L=500m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

県単林道舗装事業（達者線） 

 L=500m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

県単林道舗装事業（高千線） 

 L=600m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

県単林道舗装事業（中野坂線） 

 L=600m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

県単林道舗装事業（出ル尾線） 

 L=600m W=3.0(4.0)m 

佐渡市  

県単林道改良事業（大川線） 

 L=50m W=2.0(3.0)m 

佐渡市  

県単林道改良事業(北田野浦線 

 L=100ｍ W=3.0(4.0)ｍ 

佐渡市  

県単林道舗装事業(中津川線) 

 L=500ｍ W=2.0(3.0)ｍ 

佐渡市  

県単林道改良事業(石名和木線) 

 L=50ｍ W=3.0(4.0)ｍ 

佐渡市  
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県単林道舗装事業(備付山線) 

 L=1500ｍ W=3.0(4.0)ｍ 

佐渡市  

県単林道改良事業(大佐渡北 1号線) 

 L=50ｍ W=4.0(5.0)ｍ 

佐渡市  

県単林道舗装事業(西三川峠線) 

 L=1000ｍ W=4.0(5.0)ｍ 

佐渡市  

(９)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・公共交

通 

交通対策事業 

（地域公共交通活性化事業） 

 内容：市内の公共交通に関する調

査検証、高齢者の外出支援や観光二

次交通事業など、公共交通ネットワ

ークの整備や利用促進等に係る佐

渡市地域公共交通活性化協議会へ

の負担金。 

 必要性・効果：公共交通の利便性

向上及び利用促進、観光客の交通手

段の確保、公共交通に対する意識の

向上 

佐渡市地

域公共交

通活性化

協議会 

地域の実情に

応じた公共交

通体系の構築

と利用促進に

取り組むこと

で、持続可能

な交通手段が

確保される。 

交通対策事業（自家用有償旅客運送

事業） 

 内容：公共交通空白域の解消や高

齢、障害等による移動困難者の交通

手段確保のため自家用有償旅客運

送を促進する。 

 必要性・効果：公共交通空白域の

交通確保、移動困難者の交通手段確

保 

自家用有

償旅客運

送協議会 

公共交通空白

地域における

移動困難者の

交通手段が確

保される。 

交通対策事業（コミュニティバス等

運行事業） 

 内容：運転手不足により民間事業

者によるバス路線の維持が困難な

ことから、路線バスに代わり市営コ

ミュニティバス及び乗合タクシー

等を運行する。 

 必要性・効果：公共交通の維持確

保により市民及び観光の移動を支

佐渡市 地域公共交通

であるバス交

通網を維持す

ることで、交

通弱者の移動

手段が持続的

に確保され

る。 
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援する。 

新モビリティサービス推進事業（自

家用有償旅客運送実証調査事業：佐

渡版ライドシェア） 

 内容：観光繁忙期におけるタクシ

ー不足を補うため、自家用車を活用

した自治体版ライドシェアを実施

し市民及び観光客の移動の足を確

保する。 

 必要性・効果：タクシー不足を解

消し、市民及び観光客等の移動を支

援する。 

佐渡市 タクシー運転

手不足の解消

にも寄与す

る。 

航路運賃低廉化事業 

 内容：佐渡航路の利用促進を図る

ため、運賃低廉化及び利用促進事業

を実施するとともに、航路の維持・

安定化に資する設備更新を実施す

る。 

 必要性・効果：航路の維持、観光

振興、利便性向上及び利用促進、利

用者の負担軽減 

佐渡市 有人国境離島

の航路運賃を

低廉化するこ

とで、持続的

な居住環境が

整備される。 

航空路運賃低廉化事業 

 内容：佐渡航空路の利用促進を図

るため、運賃低廉化及び利用促進事

業を実施するとともに、航空路の維

持・安定化に資する設備更新を実施

する。 

 必要性・効果：航空路の維持、観

光振興、利便性向上及び利用促進、

利用者の負担軽減 

佐渡市 有人国境離島

の航空路運賃

を低廉化する

ことで、持続

的な居住環境

が整備され

る。 

離島航空路確保対策事業 

 内容：本土との航空路線を再開す

るため、運航路線に関する調査検

証、運航事業者への支援、利用者の

運賃割引を実施する。 

 必要性・効果：現佐渡空路の維持・

確保、佐渡航空路利用者の利便性向

佐渡市 通年観光、交

流人口、企業

誘致、島民の

生活環境の向

上、利便性な

ど多岐にわた

り大きな効果
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上、利用者の負担軽減 が見込まれる 

 ・交通施

設維持 

空港対策事業 

 内容：島民が安心して生活できる

環境を整備し、重要な生活交通を担

う離島航空路の充実を図るための

佐渡新航空路開設促進協議会への

負担金。 

 必要性・効果：離島である佐渡と

本土との交通体系の確立、地域経済

の拡大、島民の生活安定並びに福祉

の向上 

佐渡新航

空路開設

促進協議

会 

通年観光、交

流人口、企業

誘致、島民の

生活環境の向

上、利便性な

ど多岐にわた

り大きな効果

が見込まれる 

 ・その他 交通対策事業（運転免許返納支援） 

 内容：高齢者の免許返納を推進

し、事故の抑制並びに公共交通への

利用促進を図る。 

 必要性・効果：交通事故の抑制、

運行収支の向上 

佐渡市 地域公共交通

であるバス交

通網を維持す

ることで、交

通弱者の移動

手段が持続的

に確保され

る。 

 ・基金積

立 

基金造成事業(交通施設の整備、交

通手段の確保) 

 内容：航空路の整備又は維持、航

路の充実及び活性化、公共交通体系

の維持及び整備等を図り、将来に渡

り持続可能な交通手段の維持、確

保、整備のための基金を造成する。 

 必要性・効果：公共交通の利便性

の向上、地域経済の活性化 

佐渡市 特別事業の財

源として複数

年度にわたり

活用する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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６ 生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

ア 水道施設 

平成 28年度に上水道４箇所、簡易水道 40箇所を一つに統合し、水道事業として経営を

一本化した。 

料金収入の減少に加え、近年の物価や人件費の高騰により、老朽化した施設の更新費用

や維持管理費の増加が経営を圧迫している。 

本市は水量の乏しい水源が多く、同規模の人口の他市と比較して多くの施設を必要とす

る。離島ゆえに他自治体との広域連携が不可能な状況にある。 

 

イ 汚水処理施設 

公共下水道、集落排水を合わせた接続率（水洗化率）は令和６年度末で 69.0％、合併浄

化槽を含めた汚水処理人口普及率は 82.0％にとどまっており、県内でも低い水準にある。 

県が整備した流域下水道が合併によって市の管理となった他、個別に整備した処理区が

11 箇所あり、水道事業と同様、維持管理費や更新費用の高騰が経営を悪化させている。 

 

ウ 廃棄物処理等 

令和６年度の一般廃棄物の排出量は、19,490 トンで減少傾向にあり、約８割近くを焼

却している状況である。リサイクル率は 16.9％であり向上が必要である。 

ごみ焼却施設については、供用開始から 28 年が経過しており、令和７年度から令和 9

年度にかけて延命化工事（基幹的設備改良工事）を行い、令和 24 年度まで使用可能とな

るよう長寿命化を行う。 

 

エ 消防・救急・防災体制の整備 

地域防災の要である消防団員の確保については、人口の減少と高齢化に加え日中不在

等により極めて厳しい状況にある。特に市街地から離れた遠隔地にその傾向が強く、消防

車到着までの初動体制の遅れと被害の拡大が懸念される。 

自主防災組織の自主性と実践力を高め、活動の幅を広げられるよう、ソフト、ハード

両面での支援強化が必要である。 

 

オ 公営住宅 

社会的格差の拡大に応じて、住宅困窮者の増加が予想される。また、既存の公営住宅の

管理戸数が多く、老朽化も著しいため、将来にわたり維持することは、財政負担が過大で

ある。 

 

カ その他 

自然環境の保全と生活環境の整備を地域において調和のとれた形で推進を図る必要が

ある。 
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（２）その対策 

ア 水道施設 

〇施設統合や検針業務の見直しなどで営業にかかる費用を削減する。 

〇維持管理の民間委託や DXにより、人件費を削減する。 

〇漏水頻発箇所を重点的に修繕したり老朽化した施設を早期に更新することで有収率を

上げ、自然災害に強い水道を構築する。 

 

イ 汚水処理施設 

〇公共下水道の未普及を早期に解消する。 

〇下水道への接続、合併処理浄化槽への切り替えに向け、戸別訪問など普及促進に努める。 

〇ストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ人口に合わせた施設更新を行う。 

〇処理費用が高額な汚泥について、肥料化や減容化で費用を抑制する。 

 

ウ 廃棄物処理等 

○３R運動（リデュース、リユース、リサイクル）の推進とごみの分別収集の普及啓発を

強化し、ごみの排出量を削減する。 

○し尿の収集運搬委託業者との調整会議を重ね、業者の統廃合計画及び代替業務の検討を

進める。 

 

エ 消防・救急・防災体制の整備 

○消防力強化のベースとなる消防施設の整備については、防火水槽、消火栓並びに機械器

具置場等の建設を進め地元防災力を強化するほか、同時に消防車や小型ポンプをはじめ

とする活動用資機材の整備充実を図り、機動力と現場対応力の強化を図る。 

○機械力の増強と軽量化を図るとともに、消防団員の確保に努め、消防団経験者や女性の

登用、事業所などにおける自衛消防組織の設置・育成の強化を図る。 

○地域防災リーダーのスキルアップ研修を行い、地域内訓練等「自助・共助」の機能を発

揮できるよう地域防災力の強化を図る。 

 

オ 公営住宅 

〇適正な公営住宅管理戸数を維持するため、市営住宅等長寿命化計画を策定し、計画的な

維持管理を推進する。 

 

カ その他 

○住みよい生活環境、環境にやさしい島づくりを推進するため、河川改修・街なみ整備、

急傾斜地の整備等を図る。 

 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 
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持続的発

展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

５  生活

環境の整

備 

(２)下水処

理施設 

 ・その他 

合併処理浄化槽整備事業（両津地区） 

 5人槽 25基 

 7人槽 5基 

 10人槽 1基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（相川地区） 

 5人槽 10基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（佐和田地

区） 

 5人槽 30基 

 7人槽 5基他  

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（金井地区） 

 5人槽 20基 

 7人槽 5基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（新穂地区） 

 5人槽 15基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（畑野地区） 

 5人槽 10基 

 7人槽 5基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（真野地区） 

 5人槽 10基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（小木地区） 

 5人槽 10基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（羽茂地区） 

 5人槽 15基他 

佐渡市  

合併処理浄化槽整備事業（赤泊地区） 

 5人槽 5基他 

佐渡市  

(３)廃棄物

処理施設 

 ・ごみ処

理施設 

佐渡クリーンセンター延命化工事

（基幹的設備工事） 

佐渡市  

(５)消防施

設 

耐震性貯水槽整備事業 佐渡市  

機械器具置場整備事業 佐渡市  
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消防車両・小型動力ポンプ購入事業 佐渡市  

消火栓整備事業 佐渡市  

防火水槽補修工事 佐渡市  

消防施設撤去工事 佐渡市  

消防施設改修工事 佐渡市  

消防救急デジタル無線システム事業 佐渡市  

(６)公営住

宅 

両津地区大野第１住宅外部改修 

1棟 18戸 

佐渡市  

両津地区白山第１住宅照明設備改修 

1棟 18戸 

佐渡市  

両津地区原黒住宅外部改修 

1棟 6戸 

佐渡市  

相川地区栄町住宅照明設備改修 

1棟 12戸 

佐渡市  

相川地区おりと住宅解体 

1棟 16戸 

佐渡市  

金井地区木戸沢住宅（A・B・C 棟・

第 3）外部改修 

5棟 24戸 

佐渡市  

新穂地区瓜生屋住宅（第１・第２）

外部改修 

10棟 28戸 

佐渡市  

畑野地区後稲葉住宅（B・C・D棟）外

部改修 

3棟 12戸 

佐渡市  

(７)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・生活 

空家対策事業 

 内容：管理不全空家及び特定空家

等の解消。 

 必要性・効果：地域住民の生命・

身体及び財産の保護、生活環境の確

保 

佐渡市 管理不全空家

及び特定空家

等の解消に努

め、地域住民

の安心･安全

及び生活環境

の確保を図

る。 
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 ・防災・

防犯 

防災対策事業 

 内容：自主防災組織の活動経費の

補助及び地域防災リーダーのスキル

アップ研修等を行う。 

 必要性・効果：地域防災力の強化、

防災意識の醸成 

佐渡市 自主防災組織

の強化を図

り、減災対策

に継続的に取

り組める組織

を育成する。 

 ・基金積

立 

基金造成事業（生活環境の整備） 

 内容：島内住民が安心安全な日常

生活を送れるように環境整備を実施

するための基金を造成する。 

 必要性・効果：生活環境及び自然

環境の向上 

佐渡市 特別事業の財

源として複数

年度にわたり

活用する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

ア 児童福祉 

近年、社会情勢の変化に伴い女性の社会進出機会の増大、就労形態の多様化、核家族の

増加等により児童をとりまく環境が大きく変化し、求められる保育サービスも多様化して

いる。市民のニーズに対応するためには、長時間保育や障がい児保育等の保育サービスの

充実、児童数の減少や老朽化による児童福祉施設の整備が望まれる。 

 

イ 高齢者福祉 

本市の老年人口比率（65 歳以上の人口割合）は、令和２年 10 月現在で 42.5％（新潟

県：「高齢者の現況」より）と全国（28.7％）や新潟県（33.0％）を大きく上回っている。

さらに今後とも少子高齢化が進むことが予想され、高齢化率は増加の一途をたどっている。 

高齢化率の増加により、介護が必要となる高齢者の割合が高くなることから、福祉関連

施設の充実とともに介護現場の人材不足の解消など、在宅介護を支えるための地域支援体

制の確立を図る必要がある。 

 

ウ 障がい者福祉 

本市の障がい者数は、令和７年４月現在で身体障がい者2,138人、知的障がい者638人、

精神障がい者 690 人（自立支援医療（精神通院医療）の受給者数は 974 人）となってい

る。 

障がい福祉サービス事業所等の施設整備等を含めサービスの充実が求められており、地

域生活支援体制の整備が必要である。 

特に、精神障がい者、発達障がい者等の施策が不足しており、支援体制の確保が求めら

れている一方、障がい者の社会参加を促進するための雇用や就労の場の確保が必要である。

また、地域生活の支援のため、障がい者施設・グループホーム等障がい福祉サービスの基

盤整備が求められている。 

加えて、社会資源が限られるなかで、障がい者の生活を地域全体で支える共生社会を実

現するため、障がい者団体やボランティア団体等の育成を図り、連携、協働して障がい者

の自立と社会参加を推進することが必要である。 

 

エ 地域福祉 

高齢化や人口減少等が進行し集落運営が困難になるなど、地域コミュニティの弱体化が

進んでいる中、ひとり暮らしの高齢者、障がいがあり生活の自立や社会参加のために支援

を必要とする人、子育てや家族の介護で悩んでいる人など、何らかの手助けや支援を必要

としている人たちが増えている。 

これらの手助けや支援を必要としている人たちが抱える生活上の様々な課題を、高齢者

や障がいのある人、子どもといった対象者ごとではなく、自分たちが住んでいる地域にお

いて、市民一人ひとりが自立した生活を送ることができるよう、みんなで暮らしやすい地
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域づくりを進めることが必要である。 

本市においては、地域住民、福祉事業者等がそれぞれ役割を担い、関係機関と連携しな

がら地域福祉の推進に努めている。 

 

オ 地域保健 

本市の令和５年の出生数は 184人、出生率（人口千人当たり）は 3.7と年々減少し、新

潟県全体と比較しても低い。核家族化や共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化など

子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化している。 

市民の死亡原因では、悪性新生物・心疾患及び脳血管疾患の割合が多い。 

国民健康保険加入者の医療費の状況では、令和４年度の総医療費に占める生活習慣病の

割合は 21.1％で、その内訳は腎不全・糖尿病・高血圧性疾患が高い割合である。透析患者

は増加傾向にあり、令和４年度の患者数を性別、年代別にみると、男性が４分の３を占め

ており 60歳代が増加傾向にある。 

令和５年度の特定健康診査受診者数は 4,996 人、受診率は 55.0％と新潟県平均値より

高いが、40歳から 64 歳の受診率が低い状況となっている。 

特定健康診査受診者の約３割がメタボリックシンドロームに該当しており、新潟県の平

均値より高い状況となっている。令和５年度の特定保健指導実施率は 78.2％と新潟県内

で上位となっており、40 歳代・50 歳代の実施率も増加傾向にあるが、改善率は低く課題

となっている。また肥満が子どもから 60 歳代まで多く、健康寿命を延伸するために、す

べての人の健やかな生活習慣の形成と、本市の健康課題である糖尿病、高血圧性疾患等生

活習慣病の疾病予防と重症化予防、がんの早期発見と早期治療のための取り組み、フレイ

ル予防の推進に向けた対策が必要である。 

 

（２）その対策 

ア 児童福祉 

○女性の社会進出や核家族化、就労形態の多様化など環境の変化に対応した児童福祉施設

の充実を図り、子どもを安心して生み育てる環境づくりを推進する。 

○人口減少や施設の老朽化などに応じた保育園の統廃合や施設整備を計画的に進める。 

○多様化する保育ニーズに合わせ、乳児保育や長時間保育、学童保育、障がい児保育など

を積極的に取り入れ、保育サービスの拡充を図る。 

 

イ 高齢者福祉 

○高齢者が住み慣れた地域において居宅での日常生活を安心して継続的に営むことがで

きるよう、身近な地域で提供するサービス基盤の整備を図る。 

○在宅生活が困難な方への支援として、民間活力導入による施設整備を推進し、併せて、

在宅・施設サービスを支える介護人材の確保と質の向上を図る。 

○高齢者の持つ豊かな経験と知識・技術等を活かして地域社会で活躍できる仕組みづくり

を支援し、地域住民が支え合い、活力ある地域社会が形成されるよう推進する。 

○認知症等を正しく理解する取組み、高齢者の生活を地域で支える環境の整備、在宅生活
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を支えるサービス等の充実を図る。 

○医療・介護・福祉連携体制を整備し、切れ目のないサービスを提供するとともに、保健・

医療・福祉の専門職等とのネットワークの構築を図る。 

 

ウ 障がい者福祉 

○障がい者が安心して地域社会の中で生活できるよう、道路、公園、交通機関をはじめ、

公共施設のバリアフリー化を進め、車いすなどでも安心して移動できる、障がい者の利

用に配慮された環境づくりを進める。 

○障がい者が地域で自立した社会生活を送るため、日中活動の場などの施設整備拡充と在

宅サービスの充実に努め、障がい者が安心して暮らせる環境づくりを推進する。 

○働く意欲のある障がい者が適性に応じて能力を十分に発揮できるよう、関係機関との連

携を図り、雇用の確保や技能修得の支援等の就労環境の整備に努める。 

○障がい者団体や保護者団体、ボランティア団体等の育成・強化を図る。 

○障がい者の地域移行を進めるため、生活拠点となるグループホーム等の福祉施設など確

保する等、障がい者の地域での生活を支援する暮らしの場の確保を目指す。 

 

エ 地域福祉 

○地域福祉計画に基づき、誰もが安心して地域で自立して生活できるよう、お互いに地域

で助け合い、市民と行政、社会福祉協議会、福祉事業者、ボランティア、NPO、各種団

体等の協働により、必要な福祉サービスを受けることができる地域社会の支援体制の

整備を図る。 

○保健・医療・福祉の連携による地域福祉の充実と地域コミュニティの形成に努める。 

○地域福祉を推進するため、行政と地域住民とのパイプ役として民生委員・児童委員活動

は重要であるので、更なる充実を図る。 

○社会福祉協議会や関係機関、ボランティア団体、NPOなどの育成強化と市民への啓発活

動を行うとともに、地域における福祉活動を支援し、地域福祉の実現を図る。 

 

オ 地域保健 

○妊娠、出産期の子育て世帯や、子どもの健やかな成長に向けて、子どもを産み育てやす

い環境づくりのための事業を展開する。 

○保健事業の効率的、効果的実施を促進するため、一次予防、二次予防、三次予防のバラ

ンスの取れた事業を展開する。 

○市民一人一人が無理なく健康づくりに取り組める環境づくりを、多様な主体の連携によ

るライフコースアプローチを、病気予防対策と元気増進対策で推進する。 

○具体的目標を設定し、活動の成果を適切に評価してその結果を活用する。 

 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て

環 境 の 確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

(１)児童福

祉施設 

 ・保育所 

統合保育園整備事業 

 両津地区統合保育園 

 設計、測量試験、本体工事 

佐渡市  

統合保育園整備事業 

 畑野地区統合保育園 

 設計、測量試験、本体工事 

佐渡市  

統合保育園整備事業 

 佐和田地区統合保育園 

 設計、測量試験、本体工事 

佐渡市  

公立保育園児童送迎バス導入事業

（両津・佐和田地区） 

佐渡市  

(３)高齢者

福祉施設 

 ・老人ホ

ーム 

養護老人ホーム待鶴荘整備事業 

 待鶴荘・ときわ荘受変電設備改

修工事設計、本体工事 

佐渡市  

(８)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・児童福

祉 

子ども若者相談事業 

 内容：支援を必要とする、妊婦及

び妊娠期から３９歳までの子ども

若者に対して、子ども・若者・家庭

に関する総合相談援助・調整等の

支援体制の整備を図る。 

 必要性・効果：発達段階に応じた

支援体制の整備、子ども若者の健や

かな成長・発達 

佐渡市 継続的に支援

することで、

未来を担う子

ども・若者の

健やかな成長

が保たれる。 

放課後児童健全育成事業（放課後児

童クラブ運営業務委託） 

 内容：放課後児童クラブ（学童保

育）の運営業務を民間事業者へ委託

する。 

 必要性・効果：民間事業者の運営

ノウハウを活用することで、子ども

たちが放課後を有意義に過ごすこ

とができ、また豊富な研修により支

援員の資質向上に繋がる。 

佐渡市 安定した運営

により放課後

の児童の安全

を確保し、保

護者の就労を

支援する。 
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子どもの医療費助成事業 

 内容：子育て世帯の医療負担軽減

を目的に、子どもの 18 歳到達後の

最初の 3月 31 日までの医療費の一

部及び入院に係る医療費全額を助

成する。 

 必要性・効果：医療費の助成は、

子育て世帯の経済的負担軽減に繋

がる。 

佐渡市 子どもの 18

歳到達後の最

初の3月31日

までの医療費

を助成し、子

育て世代の医

療負担を軽減

している。 

 ・高齢者

・障害者福

祉 

高齢者生活支援事業 

 内容：高齢者自身の生活支援を行

うことで在宅生活の支援をする。 

 必要性・効果：高齢者の自立支

援、高齢者福祉体制の確立、住み慣

れた地域でいきいきと生活できる

環境づくりの推進 

佐渡市 高齢者の自立

支援、高齢者

福祉体制の確

立、住み慣れ

た地域でいき

いきと生活で

きる環境づく

りが推進され

る。 

高齢者住宅整備費 

 内容：高齢者等の住宅改修をする

経費に対して補助金を交付する。 

 必要性・効果：高齢者等の住環境

整備 

佐渡市 高齢者等が住

みなれた住宅

で安心して生

活できるよう

住環境の整備

が図られる。 

介護施設等居住費助成事業 

 内容：低所得者が施設入所、短期

入所でユニット型個室を利用及び

認知症対応型グループホームを利

用した場合に、居住費等の一部を助

成する。 

 必要性・効果：利用者負担の軽

減、施設入所待機者の解消 

佐渡市 低所得者の経

済的負担を軽

減することで

必要なサービ

スが提供さ

れ、施設入所

待機者の解消

が図られる。 

在宅介護支援センター運営費 

 内容：地域の高齢者及びその家族

の実態把握、相談、及びニーズに応

じた支援等を社会福祉法人に委託

する。 

 必要性・効果：高齢者が住み慣れ

佐渡市 住み慣れた地

域に相談機関

を整備するこ

で、高齢者が

安心して暮ら

すための支援
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た地域で安心して暮らせるための

福祉の向上 

体制の充実が

図られる。 

障害者外出支援事業 

 内容：障害者の通院・通所に係る

交通費等の外出支援を行う。 

 必要性・効果：より社会参加しや

すい環境の整備 

佐渡市 障がい者の移

動の円滑化を

図り、より生

活しやすい、

より社会参加

しやすい環境

を整備する。 

障害者医療費助成事業 

 内容：精神障害者に対し医療費を

助成する。 

 必要性・効果：障がいの原因とな

る疾病の予防と治療、進行防止等へ

の経済的負担の軽減 

佐渡市 障がいの原因

となる疾病の

予防と治療、

進行防止等へ

の経済的負担

を軽減する。 

地域生活支援事業 

 内容：障がい者等が自立した日常

生活や社会生活を営むことができ

るよう、地域の特性や利用者の状況

に応じた事業を実施する。 

 必要性・効果：障がい者等の福祉

の増進 

佐渡市 障がい者等の

福祉の増進を

図るととも

に、全ての人

が安心して生

活できる地域

社会の実現に

寄与する。 

 ・健康づ

くり 

温泉等入浴施設での健康増進事業 

 内容：入浴施設で主に高齢者の健

康増進、フレイル状態を予防する健

康教室、健康相談などを運営者の協

力のもと実施。 

 必要性・効果：住民の健康増進、

子育て支援及び地域コミュニティ

づくりの支援 

佐渡市 健康寿命を延

伸するために

は、医療や介

護の制度だけ

でなく身近な

施設を活用す

ることにより

高齢者であっ

ても、健康で

暮らすことが

益々重要とな

る。 
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健康づくり事業 

 内容：健康推進員による各地域に

沿った形での健康づくりに関する

研修会等を実施する。 

 必要性・効果：市民による自発的

活動の活発化、健康意識の増加 

佐渡市 地域住民が主

体となった取

組みで、健康

や生活習慣病

予防に対する

意識の高揚を

促進する。 

高齢者いきいきお出かけ応援事業 

 内容：高齢者の市内旅行における

貸切バスの運賃の一部を支援する。 

 必要性・効果：高齢者の閉じこも

り防止を図り、社会参加の促進と生

きがいづくりを推進し、健康寿命の

延伸につなげる。 

佐渡市 高齢者の団体

での外出を支

援することに

より、参加者

間の交流を促

し、社会的孤

独感の解消と

閉じこもり防

止を図る。 

子どもの予防接種費用助成事業 

 内容：子どもの健やかな成長のた

めに、予防接種事業等の促進を図

り、子育て世代を支援する。 

 必要性・効果：子育て世代の経済

的負担軽減、子ども達が安心に暮ら

せる環境整備 

佐渡市 子どもの健や

かな成長か

ら、将来の健

康増進につな

がる。 

子どものう蝕予防事業 

 内容：幼児から就学期において、

フッ化物塗布・洗口による虫歯予

防事業を実施する。 

 必要性・効果：より早い段階から

継続した子どものむし歯予防を推

進する。 

佐渡市 歯の健康は、

将来の心と体

の健康につな

がる。 

 ・その他 ひきこもり支援事業 

 内容：家族や当事者からの相談対

応や自宅以外の居場所を提供する。

また、当事者会等を通じて、同じ悩

みをもつ家族や他者との交流を図

る。 

 必要性・効果：就労や受診といっ

た当事者に必要とされる社会資源

佐渡市 当事者やその

家族が抱える

多様な相談対

応や福祉的支

援といった必

要な社会資源

と結びつける

ことに寄与す
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に繋げやすくなる。 る。 

出産・子育て応援事業 

 内容：妊娠届出時より妊婦や低年

齢期の子育て家庭に寄り添い、身近

な伴走型支援と経済的支援を合わ

せて、全ての妊産婦・子育て家庭が

安心して出産・子育てができるよ

う支援する。 

 必要性・効果：全ての妊婦・子育

て家庭が安心して出産・子育てが

できる環境の整備 

佐渡市 妊娠期から出

産・子育てま

で一貫した伴

走型支援と経

済的支援を行

うことで、全

ての妊婦・子

育て家庭が安

心して出産・

子育てができ

る環境が整備

される。 

すこやかな妊娠・出産支援事業（不

妊・不育治療費補助） 

 内容：不妊不育治療費助成を行

い、不妊及び不育治療を受ける夫婦

の経済的負担の軽減を実施する。 

 必要性・効果：治療者の経済的負

担を取り除くことによる安心して

暮らせる環境の整備 

佐渡市 不妊で悩む治

療者の負担を

軽減すること

で少子化対策

につながる。 

すこやかな妊娠・出産支援事業（妊

産婦医療費助成） 

 内容：妊産婦が負担する医療費の

助成を行い、疾病の早期発見と早期

治療を促進し、安心して出産を迎え

られるよう経済的負担の軽減を実

施する。 

 必要性・効果：母性の保護と胎児

の健全育成及び安心して出産を迎

えられる環境の整備。 

佐渡市 子育てしやす

い環境を整え

ことで、少子

化対策につな

がる。 
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介護老人福祉の人材育成・確保事

業 

 内容：市内の介護福祉施設に就職

した方への支援、各資格取得に必要

な経費等の一部を助成する。 

 必要性・効果：介護現場の人材不

足解消及び雇用の場の確保 

佐渡市 介護施設職員

を継続して支

援すること

で、介護サー

ビスの確保が

図られる。 

 ・基金積

立 

基金造成事業（子育て環境の確保、

高齢者等の保健及び福祉の向上及

び増進） 

 内容：子育てがしやすい環境を整

備するとともに、高齢者や障害者等

が生きがいを持ち、健康的な生活を

送れるよう、島内の保健及び福祉を

向上させるための基金を造成する。 

 必要性・効果：健康の維持、福祉

の向上、地域の活性化 

佐渡市 特別事業の財

源として複数

年度にわたり

活用する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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８ 医療の確保 

（１）現況と問題点 

本市には、令和３年度５つあった病院が、医師退職等により令和５年度には２つとなっ

た。一般診療所が 39施設、歯科診療所が 17施設あり、中核病院の佐渡総合病院を中心に

医療提供体制を構築している。 

医師・看護師等の医療従事者が慢性的に不足し、高齢化も顕著なことから、医療施設の

縮小化が図られるなど、地域医療を維持していくことが極めて困難な状況にあり、人材確

保が喫緊の課題となっている。 

佐渡医療圏の「人口減少及び高齢化社会の将来を見据えた再編」により、持続可能な医

療提供体制の確保が必要である。 

 

（２）その対策 

〇「佐渡地域医療構想調整会議」において、必須診療科を含めた残すべき医療機能と病床

数の確保といった佐渡医療圏域内のあるべき姿を検討し、「佐渡地域医療・介護・福祉

提供体制協議会」において連携を強化し、市内の医療・介護サービスの提供体制の維持

や確保を図る。 

〇看護職員等の確保については、新潟県と連携して取り組むとともに、市内での就業・定

着支援や看護職員を目指す学生に対して奨学資金の貸与を行うなど、幅広くかつ継続し

て人材育成及び確保対策を講じる。 

〇老朽化する医療施設の整備を行うとともに、医療機器を年次的に更新し、高度医療の確

保、充実を図る。 

〇訪問看護を中心とした在宅医療を確保し、オンライン診療を活用した診療機会の確保を

すすめていく。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発

展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

７  医 療

の確保 

(１)診療施

設 

 ・病院 

医療機器整備 佐渡市  

 ・診療所 医療機器整備 

（小木・赤泊・松ヶ崎） 

佐渡市  

(３)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・自治体

病院 

診療所運営・補助事業 

 内容：地域に必要な公的診療所や

無医地区及びそれに準じる地区の

各診療所の維持管理・運営を支援す

る。 

佐渡市 市内における

医療提供体制

を維持するこ

とにより、安

心安全な医療
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 必要性・効果：地域医療の確保、

安心安全な医療提供体制の構築 

と暮らしを提

供できる。 

 ・民間病

院 

病院補助事業 

 内容：市内の中核病院として位置

づけられている公的病院に対して、

運営費用や機器購入の一部を助成

する。 

 必要性・効果：地域医療の確保、

安心安全な医療提供体制の構築 

佐渡市 市内における

医療提供体制

を維持するこ

とにより、安

心安全な医療

と暮らしを提

供できる。 

休日急患センター運営事業 

 内容：休日急患センター運営業務

の委託事業を行う。 

 必要性・効果：救急医療体制の充

実、休日における一次救急医療の確

保、二次救急医療を担う医療スタッ

フの負担軽減 

佐渡市 市内における

医療提供体制

を維持するこ

とにより、安

心安全な医療

と暮らしを提

供できる。 

救急医療病院群輪番制運営事業 

 内容：夜間休日の入院治療を必要

とする重症患者の医療提供を確保

するため、病院群輪番制病院の運営

に必要な給与費等を支援する。 

 必要性・効果：夜間休日問わず、

緊急に医療が必要な際に利用出来

る安全安心な地域の構築や医療支

援体制の充実 

佐渡市 市内における

医療提供体制

を維持するこ

とにより、安

心安全な医療

と暮らしを提

供できる。 

 ・その他 医師・看護師確保対策 

 内容：医師・看護師確保へ向けて、

研修医（特別枠）に対する支援、医

師募集広告の掲載、看護師養成校へ

の訪問や就職ガイダンス参加等積

極的に取り組む。 

 必要性・効果：安定した医療体制、

医療技術者の確保等 

佐渡市 医療技術者を

継続して確保

することで、

地域医療の確

保が図られ

る。 
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看護師等就業定着支援事業 

 内容：Ｕ･Ｉターン看護職員等（看

護師、准看護師、助産師、保健師）

を確保し、医療技術者不足の解消を

目的とした住居費等の補助を行う。 

 必要性・効果：看護師等の増加に

よる医療職員の負担軽減、安全・安

心な医療体制の構築 

佐渡市 看護師を継続

して確保する

ことで、地域

医療の確保が

図られる。 

 ・基金積

立 

基金造成事業(医療の確保) 

 内容：医療技術者及び医療等の確

保を図るための基金を造成する。 

 必要性・効果：持続可能な医療等

の確保、安全・安心な地域づくり 

佐渡市 特別事業の財

源として複数

年度にわたり

活用する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

ア 学校教育関連施設 

市内の小・中学校数は、令和７年度時点で小学校 22校、中学校 12校であるが、過疎化

による児童生徒数の減少が続いている。 

児童生徒数は平成 27 年度 3,705 人に対し、令和７年度 2,880 人で、825 人の減少とな

っており、この現象は今後も続く見込みである。 

また、小中学校の殆どが小規模校であり、複式学級の解消が見込めない学校も多く、老

朽化した学校施設が散在している。これらの統廃合と長寿命化等を計画的に実施し、今後、

急速に変化し予測困難な社会において、子どもたちが自立的に生き、社会形成に参画する

ために求められる資質・能力をより一層確実に育成するための教育環境を整備する必要が

ある。 

 

イ スポーツの振興 

社会生活が多様化する中で、体力の減退や精神的負担の拡大に伴う健康障害などが現れ、

市民の健康管理に対する関心が高まっている中で、誰もがスポーツ・レクリエーション活

動を気軽に楽しめる機会の提供が望まれている。 

また、市内の各地区の体育施設の老朽化に伴う、体育施設の改修が必要である。 

 

ウ 集会施設 

個人の価値観やライフスタイルの変化に伴い、住民の地域における連帯意識や郷土愛が

薄れてきている。地域づくりはもちろん地域の交通安全、防災、教育、福祉などは住民相

互の連携と協力なしでは解決できない問題であり、コミュニティ活動の拠点として集会施

設の整備を行うとともに、地域活動等を活性化する必要がある。 

 

（２）その対策 

ア 学校教育関連施設 

○老朽化した学校施設の長寿命化等を図るとともに教育環境の整備を進める。 

○「確かな学力の育成」「豊かな人間性や社会性の育成」「健康増進・体力向上」「キャリ

ア教育の推進」「教育環境の整備」等に取り組む。 

○新しい学校経営のあり方を視野に入れた本市の学校再編等を検討するため、地域懇談会、

市民説明会、パブリックコメントを実施する。 

 

イ スポーツの振興 

○公式競技会、大型のスポーツ大会を積極的に誘致・開催して、スポーツへの関心を高め

る。 

○また、誰もが気軽に楽しめる環境を整えるため、老朽化した体育施設の整備をする。 

 

ウ 集会施設 
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○住民相互の連携と協力が必要となる地域住民の自主的・主体的な活動を推進するととも

に、地域活動の拠点として集会施設を整備する。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発

展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

８  教 育

の振興 

(１)学校教

育関連施設 

 ・校舎 

両津中学校長寿命化整備費 

(校舎)RC造 3階建て 2,797 ㎡ 

佐渡市  

二宮小学校長寿命化整備費 

(校舎)RC造 3階建て 2,388 ㎡ 

(体育館)S造 816㎡ 

佐渡市  

河原田小学校長寿命化整備費 

(校舎)RC造 3階建て 4,345 ㎡ 

(体育館)S造 1,573㎡ 

佐渡市  

羽茂小学校長寿命化整備費 

(校舎)RC造 3階建て 3,678 ㎡ 

(体育館)RC造 1,561㎡ 

佐渡市  

松ヶ崎小学校長寿命化整備費 

(体育館)S造 563㎡ 

佐渡市  

高千小学校長寿命化整備費 

(校舎)RC造 3階建て 2,670 ㎡ 

(体育館)S造 1,125㎡ 

佐渡市  

 ・スクー

ルバス・ボ

ート 

スクールバス購入（内海府小学校） 

 14人乗 1台 

佐渡市  

スクールバス購入（真野小学校） 

 8 人乗 1台 

佐渡市  

スクールバス購入（小木小学校） 

 25人乗 1台 

佐渡市  

スクールバス購入（河崎小学校） 

 29人乗 1台 

佐渡市  

スクールバス購入（小木小学校） 

 33人乗 1台 

佐渡市  

スクールバス購入（河原田小学校） 

 25人乗 2台 

佐渡市  

スクールバス購入（南佐渡中学校） 

 25人乗 1台 

佐渡市  
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スクールバス購入（加茂小学校） 

 25人乗 1台 

佐渡市  

スクールバス購入（金井小学校） 

 29人乗 1台 

佐渡市  

スクールバス購入（羽茂小学校） 

 33人乗 2台 

佐渡市  

スクールバス購入（高千小学校） 

 14人乗 1台 

佐渡市  

 ・給食施

設 

給食配送車購入（国仲学校給食セン

ター）５台 

佐渡市  

相川学校給食センター給排気ファ

ン更新 

佐渡市  

国仲学校給食センター空調設備改

修 

佐渡市  

両津学校給食センター空調設備改

修 

佐渡市  

給食配送車購入（両津学校給食セン

ター）４台 

佐渡市  

両津学校給食センター蒸気ボイラ

ー入替 

佐渡市  

相川学校給食センター洗浄機等入

替 

佐渡市  

相川学校給食センター 脱酸素装

置入替工事 

佐渡市  

南佐渡学校給食センター各種回転

釜入替 

佐渡市  

南佐渡学校給食センター食器・食

缶用洗浄機入替 

佐渡市  

南佐渡学校給食センター 天吊式

コンテナ消毒装置 

佐渡市  

給食配送車購入（南佐渡学校給食セ

ンター）１台 

佐渡市  

(３)集会施

設・体育施

設等 

 ・集会施

設 

佐渡中央文化会館舞台緞帳落下防

止金具取付事業 

佐渡市  

佐渡中央文化会館エレベーター設

備修繕事業 

佐渡市  

 ・体育施 佐和田野球場三塁側防球ネット設 佐渡市  
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設 置事業 

金井野球場本部席設置事業 佐渡市  

金井プール本体改修事業 佐渡市  

佐渡市陸上競技場第３種公認更新

事業 

佐渡市  

佐渡スポーツハウス改修事業 佐渡市  

赤泊体育館改修事業 佐渡市  

赤泊プール改修事業 佐渡市  

 ・図書館 中央図書館整備事業 佐渡市  

真野図書館整備事業 佐渡市  

(４)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・義務教

育 

遠距離通学支援事業 

 内容：遠距離通学児童生徒に対

し、通学定期券又は通学費補助金を

交付する。 

 必要性・効果：遠距離通学の支

援、教育を受ける機会の確保 

佐渡市 定期券や補助

金の交付によ

り、均等な学

習機会の確保

や保護者の経

済的負担を軽

減する。 

交流促進適応指導事業 

 内容：いじめ防止等の組織の適切

な開催、心の健康チェックアンケー

トの実施、あいさつ運動プロジェク

ト、適応指導教室の設置運営、不登

校児童生徒訪問指導員配置、心の教

室相談事業等に取り組む。 

 必要性・効果：不登校児童生徒の

学校復帰、不登校やいじめの未然防

止 

佐渡市 指導員等の配

置により、不

登校の改善や

いじめを防止

する。 

学習意欲向上プロジェクト事業 

 内容：数学と英語、読解力の指導

力向上やより良い授業づくりの講

座を開く。先進地への教員派遣研修

等を行う。 

 必要性・効果：児童生徒の学力向

上、教員の指導力向上 

佐渡市 教員の研修等

の実施によ

り、教員の指

導力向上を図

り、児童生徒

の学力向上を

推進する。 

スクールバス運行事業 

 内容：車両の運行委託、車両管理。 

 必要性・効果：児童生徒の遠距離

通学支援、安全な通学の確保 

佐渡市 スクールバス

の運行によ

り、児童生徒

の安全な通学
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を確保する。 

 ・生涯学

習・スポー

ツ 

文化・体育活動補助事業 

 内容：小学校及び中学校の部活動

及びクラブ活動において、指定され

た各種地区大会、県大会及びその上

位大会へ児童・生徒が出場する場

合にその経費の一部を補助する。 

 必要性・効果：市内小・中学校の

児童及び生徒の教養及び体育の向

上 

佐渡市 児童生徒の文

化及び体育の

向上を支援す

る。 

青少年育成活動事業 

 内容：青少年問題協議会や佐渡市

青少年健全育成市民会議の開催や

関連団体への活動支援を行う。 

 必要性・効果：地域で子育てを行

う環境づくり、市民の青少年育成の

意識の向上等、地域や家庭が連携し

た、社会全体で子育てに係わる意識

の醸成 

佐渡市 将来を担う青

少年の健全な

育成に寄与す

る。 

公民館活動推進事業 

 内容：親子学級や公民館講座を開

催し、交流・学習の機会を作る。 

 必要性・効果：地域間の交流や世

代間交流、市民の学習意欲の向上、

市民の協働精神を醸成することに

よる地域の活性化、地域リーダーの

育成 

佐渡市 交流や学習を

通じて人と人

との交流や地

域の活性化に

寄与する。 

離島交流事業 

 内容：中学生から全国離島交流中

学生野球大会に参加していただき、

他の離島との交流を図る。 

 必要性・効果：交流人口拡大によ

る地域の活性化 

佐渡市 離島との交流

事業を行うこ

とで、交流人

口の拡大と情

報交流を推進

し、地域間交

流の活性化を

図る。 
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 ・その他 総合学習支援事業（キャリア教育） 

 内容：佐渡学学習(自然・歴史・

文化・地域産業・伝統芸能等）・職

業観育成(職業見学・体験等)への

支援(講師謝礼、教材費等)など、学

校ごとに特色あるテーマを設定し、

地域人材を活用して、地域に根ざし

たキャリア教育を推進する。  

 必要性・効果：社会的・職業的に

自立し、佐渡が大好きで、佐渡に誇

りを持ち、佐渡に貢献しようとする

子どもの育成 

佐渡市 キャリア教育

を通して郷土

を愛し、貢献

する児童生徒

を育成する。 

部活動支援事業 

 内容：部活動指導員の配置及び外

部指導者派遣に伴う謝礼・旅費 

 必要性・効果：指導員の指導によ

る技術の向上及び教職員の負担軽

減、部活動の地域移行の検討 

佐渡市 中学校に部活

動指導員を配

置し、教職員

の負担軽減を

図る。 

 ・基金積

立 

基金造成事業（教育の振興） 

 内容：子どもの教育環境の整備・

支援や地域住民も一体となった学

習機会の創造を図るための基金を

造成する。 

 必要性・効果：教育環境の向上、

地域の活性化 

佐渡市 特別事業の財

源として複数

年度にわたり

活用する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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１０ 集落の整備 

（１）現況と問題点 

本市全域が過疎地域になっているが、地域的には市の周辺部や山間地域から若者を中心

に、国中地域への人口移動が進んでいる。このため周辺過疎地域では、郷土芸能の伝承や

共同作業ができないなどの、集落機能の低下が進んでいる。 

また、本市は、年間 1,200人規模で人口減少が進み、原因として、高校卒業後の進学先

が少ないことから、進学による転出が著しい上に、卒業後に佐渡へ戻る若者が少ないこと

による若年層の流出が大きな要因となっている。集落の活性化のためには、若年層の流出

を中心とする社会減への対策が極めて重要である。 

 

（２）その対策 

○地域資源を活用したコミュニティ活動を支援することにより、地域コミュニティの活性

化を図る。 

○地域と大学等との連携や交流の推進、地域おこし協力隊などの外部人材の活用により、

地域課題の解決や地域の賑わいの創出を図る。 

○過疎化や少子・高齢化により伝統芸能の継承や集落運営が困難になるなど、地域コミュ

ニティの弱体化が進んでいるため、基金を造成して法失効後の活用も視野に、将来に渡

り持続可能な集落内外の協働体制の仕組みづくりを推進し、地域力の向上につながる活

動事業を支援する。 

○空き家等の情報提供、受入体制の整備など、Ｕ・Ｉターン希望者の多様なニーズに応じ

た支援策を充実させ、移住・定住者の増加を図る。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発

展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

９ 集落

の整備 

(２)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・集落整

備 

元気な地域づくり支援事業 

 内容：各支所及び行政サービスセ

ンターで各地区の地域課題の把握を

行い、地域活動支援員と連携して地

域活動の支援をする。 

 必要性・効果：コミュニティの活

性化、地域力の向上 

佐渡市 地域住民に

よる自主的

な地域活動

を支援する

ことで、持

続可能な地

域づくりを

図る。 



73 

大学と地域が連携した地域づくり応

援事業 

 内容：島外の大学生等の若い力を

地域づくりに活かすため、島内での

宿泊や交通手段などを支援し、長期

フィールドワークや交流活動に繋げ

る。 

 必要性・効果：コミュニティの活

性化、地域力の向上 

佐渡市 集落の課題

解決に向け

て、地域と

大学等との

連携や交流

を推進する

ことで、持

続可能な地

域づくりを

図る。 

地域コミュニティ交付金 

 内容：地域コミュニティの維持を

図るため、地域内での助け合いや日

常の困りごとの解決に自ら取り組む

集落を支援する。 

 必要性・効果：コミュニティの活

性化、地域力の向上 

佐渡市 地域コミュ

ニティを維

持するた

め、市民が

主体となっ

て行う地域

の課題解決

を支援する

ことで、持

続可能な地

域づくりを

図る。 

 ・基金積

立 

基金造成事業(集落の整備) 

 内容：地域力の向上につながる活

動事業(地域社会の問題について地

域の構成員が、自らその問題の所在

を認識し、自律的かつ、その他の主

体との協働を図りながら、地域問題

の解決や地域としての価値を創造し

ていく取組など)を支援するための

基金を造成する。 

 必要性・効果：持続可能な集落内

外の協働体制の仕組みづくりの推進 

佐渡市 特別事業の

財源として

複数年度に

わたり活用

する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 



74 

１１ 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

本市には、能楽、人形芝居、鬼太鼓などの民俗芸能、祭礼行事、年中行事などの伝統文

化も数多く、地域や学校、グループによる伝承活動も活発に行われているが、過疎化に伴

う若者の減少により存続が危ぶまれているものも少なくない。 

また、佐渡金銀山遺跡や神社仏閣等多くの文化財が各地に所在する。しかし、自然的事

象や開発行為等により滅失する恐れもあり、また、島の特性を示すものでありながら、そ

の価値に気づくことなく保存や活用の措置が執られていないものも少なくない。 

 

（２）その対策 

○地域の自立を目指す文化活動の一環として、祭り、伝統行事等が伝承されるために必要

な体制を住民と共に構築する。 

○文化財については、系統的に整理し、個々の特性を活かしながら保存と整備を促進する

とともに、地域住民や民間組織等との協働により、その積極的な活用を図る。 

○佐渡の歴史・文化・自然に関する総合的な調査や研究を関係機関と連携を図りながら実

施し、得た成果を地域学である「佐渡学」に活かしたり島外に広く発信したりする。 

○世界遺産に登録された「佐渡島の金山」の関連文化財等の調査･研究を強化するととも

に、その保存･活用を促進する。 

○世界遺産「佐渡島の金山」の価値と魅力を国内外に周知するため、情報発信を推進する。 

○日本ジオパークに認定されている佐渡のジオパークを地域住民と共に保護・保全し、教

育活動やジオツーリズムに活用しながら、元気な人づくり、持続可能な地域づくりを推

進する。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

10  地 域

文 化 の 振

興等 

(１)地域文

化振興施設

等 

 ・地域文

化振興施設 

博物館整備事業 佐渡市  

 ・その他 世界遺産史跡保存整備事業 佐渡市  

世界遺産建造物保存整備事業 佐渡市  

伝統的建造物群保存地区調査・修理

事業 

佐渡市  

遺跡佐渡国分寺跡整備事業 佐渡市  

埋蔵文化センター整備事業 佐渡市  
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埋蔵文化財発掘調査事業 

県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化

財発掘調査 

佐渡市  

地域資源活用促進事業（地域文化

財・歴史的遺産活用事業） 

 ふすべ村周辺（小泊） 

 遺跡整備、遺跡見学 

佐渡市  

(２)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・地域文

化振興 

ジオパーク推進事業 

 内容：ビジターセンターとしての

ジオパーク拠点施設の充実、ジオサ

イトの保護・保全や看板の整備、国

内外に佐渡ジオパークの魅力を発

信するための多言語対応と、SNSや

冊子等の多様な情報発信、佐渡ジオ

パークを楽しむツーリズムの充実

とガイドのレベルアップのための

研修会等、出前授業や出前講座、地

域説明会等による郷土愛の醸成と

持続可能な地域づくり。 

 必要性・効果：市民の郷土愛の醸

成、持続可能な地域づくり、交流人

口の拡大 

佐渡市 市民の郷土愛

の醸成、持続

可能な地域づ

くり、交流人

口の拡大など

の効果が将来

に及ぶ。 

伝統芸能継承事業補助金 

 内容：伝統芸能の普及啓発活動や

技術習得教室等の活動に対する支

援。 

 必要性・効果：伝統芸能の継承及

び発展 

佐渡市 市民の郷土愛

の醸成、持続

可能な地域づ

くり、交流人

口の拡大など

の効果が将来

に及ぶ。 

世界遺産普及啓発事業 

 内容：世界遺産「佐渡島の金山」

の価値や魅力を、市民へ普及啓発す

る。情報発信事業の促進や来訪者受

入れ態勢の整備に向けた事業を実

施する。 

 必要性・効果：地域の文化資源を

活用した地域文化の振興 

佐渡市 世界遺産「佐

渡島の金山」

に対する市民

意識の醸成、

来訪者の受入

態勢を整備す

ることで、市

民の郷土への

誇りや文化財
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保護意識の強

化を図ること

ができる。 

町並み景観整備支援事業 

 内容：重要文化的景観の範囲内に

おいて、民間所有の歴史的建造物の

修理を支援する。 

 必要性・効果：世界遺産としての

町並み景観の保全 

佐渡市 歴史的な建物

等の保存修理

を行うこと

で、将来にわ

たり歴史的な

景観を保全す

ることができ

る。 

文化財保護事業 

 内容：指定文化財の修理・管理・

防災施設管理・保存に関する支援。 

 必要性・効果：伝統と魅力ある地

域文化を未来へ継承 

佐渡市 指定文化財の

修理等に支援

することで、

伝統と魅力あ

る地域文化を

未来へ継承す

る。 

世界遺産文化財調査事業 

 内容：世界遺産の構成資産に関係

する遺跡や絵図・文書資料等の調

査・研究を実施する。 

 必要性・効果：世界遺産としての

価値をさらに磨きあげる 

佐渡市 調査成果を基

に新たな知見

を各種説明媒

体へ反映する

ことが可能と

なり、世界遺

産としての価

値をさらに磨

きあげること

ができる。 

世界遺産を核とした総合的情報発

信事業 

 内容：ガイドアプリ「佐渡金銀山

ナビ」の保守、地域の歴史資源（金

の道）を活用した交流イベント、子

どもたちへの世界遺産教育 

 必要性・効果：来訪者受け入れ体

佐渡市 交流人口・応

援層の拡大を

図ることが可

能となるほ

か、子ども層

に対し郷土愛

の情勢及び文
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制の強化、地域の歴史資源を活用し

た郷土愛の醸成及び交流人口の拡

大 

化財保護意識

の強化につな

げることがで

きる。 

 ・基金積

立 

基金造成事業（地域文化の振興等） 

 内容：島内の文化・歴史・自然的

資産を保護・活用し、また、地域の

伝統芸能を継承・存続する体制づく

りのための基金を造成する。 

 必要性・効果：文化の振興、地域

の活性化 

佐渡市 特別事業の財

源として複数

年度にわたり

活用する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

本市におけるエネルギー供給は、ほぼ全てを火力発電に依存し、島外からの化石燃料

の海上輸送に頼っている現況にある。脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低減や、エネ

ルギー供給源の多様化による災害リスク低減等への取り組みが必要である。 

 

（２）その対策 

○新潟県自然エネルギーの島構想の実現に向けた太陽光、風力、小水力、バイオマス等の

地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大や水素等の次世代エネルギーの活

用、クリーンエネルギー自動車の導入促進、自立・分散型の非常用電源の確保等、島内

エネルギーの自給率を高め、関連産業の振興による地域活性化、持続可能な脱炭素社会

の実現、防災力の向上を図る。 

 

（３）事業計画(令和８年度～令和 12年度) 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

11  再生エ

ネルギーの

利用の推進 

(１)再生エ

ネルギー利

用施設 

クリーンエネルギー自動車普及促

進事業 

佐渡市 
 

公共施設省エネ・新エネ設備設計

導入事業 

佐渡市 
 

(２)過疎地

域持続的発

展特別事業 

 ・再生可

能エネルギ

ー利用 

地域資源活用事業 

 内容：新潟県自然エネルギーの島

構想実現に向けた推進事業（補助制

度、普及啓発、計画策定等）。 

 必要性・効果：自然エネルギーや

電気自動車の普及を通じた、低炭素

化の促進や佐渡の環境ブランドの

向上 

佐渡市 再生可能エ

ネルギーの

導入促進に

より、地域

資源や地域

産業の好循

環を促し、

島の活性化

と持続可能

な社会の実

現を図る。 

 ・その他 佐渡島ＳＤＧｓ推進事業 

 内容：「人と自然の共生」を持続し

つつ、人口減少・地域振興・暮らし

・生きがい・健康福祉・教育・エ

ネルギー・モビリティ・インフラ

など現代の諸課題を解決できる地

域社会の構築を目指す。 

佐渡市 連携・協力

団体の支援

を通じ、脱

炭 素 化 や

SDGｓのロ

ーカル化な

どを実践・
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 必要性・効果：連携・協力団体の

支援を通じた地域課題の解決 

加 速 さ せ

る。 

 ・基金積

立 

基金造成事業（再生エネルギー等の

利用の推進） 

 内容：再生可能エネルギー等の利

用を促進することにより、脱炭素社

会の実現、防災力の向上を図るため

の基金を造成する。 

 必要性・効果：低炭素化の促進、

佐渡の環境ブランド向上 

佐渡市 特別事業の

財源として

複数年度に

わたり活用

する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等の整備・管理については、佐渡市公共施設等総合管理計画に定める基本的

な方針との整合を図りながら、適切な管理や有効な活用を図っていく。 
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